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資 料 ２ － ２

栃 木 県 地 域 防 災 計 画 （ 原 子 力 災 害 対 策 編 ） 一 部 改 正 新 旧 対 照 表

（ 下 線 部 が 改 正 部 分 ）

新 旧

栃 木 県 地 域 防 災 計 画 （ 原 子 力 災 害 対 策 編 ） 栃 木 県 地 域 防 災 計 画 （ 原 子 力 災 害 対 策 編 ）

第 １ 章 総 則 第 １ 章 総 則

第 １ 節 計 画 策 定 の 趣 旨 第 １ 節 計 画 策 定 の 趣 旨

第 １ 計 画 の 目 的 第 １ 計 画 の 目 的

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ２ 計 画 の 性 格 第 ２ 計 画 の 性 格

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ３ 策 定 に 際 し 尊 重 す る べ き 指 針 第 ３ 策 定 に 際 し 尊 重 す る べ き 指 針

こ の 計 画 の 作 成 又 は 修 正 に 際 し て 、 専 門 的 ・ 技 術 的 事 項 に つ い て は 、 こ の 計 画 の 作 成 又 は 修 正 に 際 し て 、 専 門 的 ・ 技 術 的 事 項 に つ い て は 、

原 災 法 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 原 子 力 規 制 委 員 会 が 定 め る 「 原 子 国 の 原 子 力 安 全 委 員 会 の 「 原 子 力 施 設 等 の 防 災 対 策 に つ い て 」（ 平 成 ２

力 災 害 対 策 指 針 」（ 平 成 ２ ４ 年 １ ０ 月 ３ １ 日 策 定 。 平 成 ２ ５ 年 ９ 月 ５ 日 ４ 年 法 定 化 予 定 、 以 下 「 防 災 指 針 」 と い う 。） を 十 分 に 尊 重 す る も の と

改 正 。 以 下 「 対 策 指 針 」 と い う 。） を 十 分 に 尊 重 す る も の と す る 。 す る 。

第 ２ 節 原 子 力 災 害 対 策 を 重 点 的 に 実 施 す べ き 地 域 の 範 囲 等 第 ２ 節 防 災 対 策 を 重 点 的 に 充 実 す べ き 地 域 の 範 囲 等

対 策 指 針 に お い て 今 後 検 討 さ れ る 「 プ ル ー ム 通 過 時 の 被 ば く を 避 け 防 災 指 針 に お い て 示 さ れ る 「 プ ル ー ム 通 過 時 の 被 ば く を 避 け る た め

る た め の 防 護 措 置 を 実 施 す る 地 域 （ Ｐ Ｐ Ａ ： P l u m e P r o t e c t i o n P l a n の 防 護 措 置 を 実 施 す る 地 域 （ Ｐ Ｐ Ａ ： P l u m e P r o t e c t i o n P l a n n i n g A

n i n g A r e a ）」 を 基 準 と し 、 行 政 区 画 、 地 勢 等 地 域 に 固 有 の 自 然 的 、 社 r e a ）」 を 基 準 と し 、 行 政 区 画 、 地 勢 等 地 域 に 固 有 の 自 然 的 、 社 会 的 周

会 的 周 辺 状 況 等 を 考 慮 し 、 本 県 に お い て 必 要 な 防 護 措 置 に つ い て 整 備 辺 状 況 等 を 考 慮 し 、 本 県 に お い て 必 要 な 防 護 措 置 に つ い て 整 備 す る 。

す る 。

※ Ｐ Ｐ Ａ の 範 囲 、 防 護 措 置 の 内 容 等 に つ い て は 、 原 子 力 規 制 委 員 会 に

お い て 検 討 中 の た め 、 対 策 指 針 の 見 直 し 後 記 載

第 １ 原 子 力 災 害 対 策 を 重 点 的 に 実 施 す べ き 地 域 の 範 囲 第 １ 防 災 対 策 を 重 点 的 に 充 実 す べ き 地 域 の 範 囲

原 子 力 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、 放 射 性 物 質 又 は 放 射 線 の 異 常 な 原 子 力 安 全 委 員 会 原 子 力 施 設 等 防 災 専 門 部 会 防 災 指 針 検 討 ワ ー キ ン グ

放 出 に よ る 周 辺 環 境 へ の 影 響 の 大 き さ 、 影 響 が 及 ぶ ま で の 時 間 は 、 異 常 グ ル ー プ 「 原 子 力 施 設 等 の 防 災 対 策 に つ い て 」 の 見 直 し に 関 す る 考 え 方

事 態 の 態 様 、 施 設 の 特 性 、 気 象 条 件 、 周 辺 の 環 境 状 況 、 住 民 の 居 住 状 況 に つ い て の 中 間 報 告 案 （ 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ２ ２ 日 ） に よ る と 、 原 子 力 発 電

等 に よ り 異 な る た め 、 発 生 し た 事 態 に 応 じ て 臨 機 応 変 に 対 処 す る 必 要 が 所 に 係 る 防 災 対 策 を 重 点 的 に 充 実 す べ き 地 域 に つ い て は 、 こ れ ま で の い

あ る 。 そ の 際 、 住 民 等 に 対 す る 被 ば く の 防 護 措 置 を 短 期 間 で 効 率 的 に 行 わ ゆ る 緊 急 時 計 画 区 域 （ E P Z ： E m e r g e n c y P l a n n i n g Z o n e ） に 代 え て 、 緊

う た め に は 、 あ ら か じ め 異 常 事 態 の 発 生 を 仮 定 し 、 施 設 の 特 性 等 を 踏 ま 急 事 態 発 生 の 初 期 段 階 で 実 施 す る 防 護 措 置 の 準 備 の た め に 、 本 地 域 内 に

え て 、 そ の 影 響 の 及 ぶ 可 能 性 が あ る 区 域 を 定 め た 上 で 、 重 点 的 に 原 子 力 以 下 の と お り 区 域 が 設 け ら れ た 。

災 害 に 特 有 な 対 策 を 講 じ て お く こ と （ 以 下 、 当 該 対 策 が 講 じ ら れ る 区 域 施 設 か ら の 距 離 、 周 辺 環 境 条 件 、 気 象 、 人 口 分 布 等 を 勘 案 し て 、 区 域

を 「 原 子 力 災 害 対 策 重 点 区 域 」 と い う 。） が 必 要 で あ る と さ れ て い る 。 に 応 じ た 適 切 な 防 護 措 置 を 迅 速 に 実 施 で き る よ う 事 前 に 準 備 し て お く こ

原 子 力 災 害 対 策 重 点 区 域 は 、 原 子 力 施 設 の 種 類 に 応 じ て 当 該 施 設 か ら と が 必 要 で あ る と さ れ て い る 。
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の 距 離 を 目 安 と し て 設 定 さ れ 、 実 用 発 電 用 原 子 炉 に つ い て は 、 国 際 基 準

や 東 京 電 力 株 式 会 社 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 の 教 訓 等 を 踏 ま え て 、 以

下 の と お り 定 め ら れ た 。

１ 予 防 的 防 護 措 置 を 準 備 す る 区 域（ P A Z ： P r e c a u t i o n a r y A c t i o n Z o n e ） １ 予 防 的 防 護 措 置 を 準 備 す る 区 域（ P A Z ： P r e c a u t i o n a r y A c t i o n Z o n e ）

Ｐ Ａ Ｚ と は 、 急 速 に 進 展 す る 事 故 に お い て も 放 射 線 被 ば く に よ る 確 定 東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 に お い て は 、 事 故 が 急 速 に 進 展 し た た

的 影 響 等 を 回 避 す る た め 、 後 述 す る Ｅ Ａ Ｌ に 応 じ て 、 即 時 避 難 を 実 施 す め 迅 速 な 対 応 が 求 め ら れ た 。 急 速 に 進 展 す る 事 故 を 考 慮 し 、 重 篤 な 確 定

る 等 、 放 射 性 物 質 の 環 境 へ の 放 出 前 の 段 階 か ら 予 防 的 に 防 護 措 置 を 準 備 的 影 響 等 を 回 避 す る た め 、 緊 急 事 態 区 分 に 基 づ き 、 直 ち に 避 難 を 実 施 す

す る 区 域 の こ と を 指 す 。 Ｐ Ａ Ｚ の 具 体 的 な 範 囲 に つ い て は 、 国 際 原 子 力 る な ど 、 主 と し て 放 射 性 物 質 の 環 境 へ の 放 出 前 の 予 防 的 防 護 措 置 （ 避 難

機 関 （ Ｉ Ａ Ｅ Ａ ） の 国 際 基 準 に お い て 、 Ｐ Ａ Ｚ の 最 大 半 径 を 原 子 力 施 設 等 ） を 準 備 す る 区 域 （ PAZ） を 設 け る 。 緊 急 時 に お い て 、 緊 急 事 態 区 分

か ら ３ ～ ５ ｋ ｍ の 間 で 設 定 す る こ と （ ５ ｋ ｍ を 推 奨 ） と さ れ て い る こ と に 基 づ き 予 防 保 全 的 避 難 を 実 施 す る た め 、 事 業 者 は 施 設 の 状 態 に 基 づ い

等 を 踏 ま え 、「 原 子 力 施 設 か ら 概 ね 半 径 ５ ｋ ｍ 」 が 目 安 と さ れ て い る 。 て 緊 急 事 態 区 分 を 迅 速 に 決 定 す る た め の 緊 急 時 活 動 レ ベ ル （ EAL） を 予

め 策 定 し 、 緊 急 時 に お い て は PAZ 内 の 住 民 に 迅 速 に 通 報 す る シ ス テ ム を

確 立 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 放 射 性 物 質 の 放 出 状 況 等 を 把 握 す る た

め の 人 力 を 介 さ な い 環 境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 体 制 を 整 備 す る 。

２ 緊 急 時 防 護 措 置 を 準 備 す る 区 域 （ U P Z ： U r g e n t P r o t e c t i v e A c t i o n ２ 緊 急 時 防 護 措 置 を 準 備 す る 区 域 （ U P Z ： U r g e n t P r o t e c t i v e A c t i o n

P l a n n i n g Z o n e ） P l a n n i n g Z o n e ）

Ｕ Ｐ Ｚ と は 、 確 率 的 影 響 の リ ス ク を 最 小 限 に 抑 え る た め 、 後 述 す る Ｅ 国 際 基 準 等 に 従 っ て 、 確 率 的 影 響 を 実 行 可 能 な 限 り 回 避 す る た め 、 環

Ａ Ｌ 、 Ｏ Ｉ Ｌ に 基 づ き 、 緊 急 時 防 護 措 置 を 準 備 す る 区 域 で あ る 。 Ｕ Ｐ Ｚ 境 モ ニ タ リ ン グ 等 の 結 果 を 踏 ま え 運 用 上 の 介 入 レ ベ ル （ OIL） 等 に 基 づ き

の 具 体 的 な 範 囲 に つ い て は 、 Ｉ Ａ Ｅ Ａ の 国 際 基 準 に お い て 、 Ｕ Ｐ Ｚ の 最 避 難 、 屋 内 退 避 、 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 予 防 服 用 等 を 準 備 す る 区 域 （ UPZ） を

大 半 径 は 原 子 力 施 設 か ら ５ ～ ３ ０ ｋ ｍ の 間 で 設 定 さ れ て い る こ と 等 を 踏 設 け る 。 OIL は 、 IAEA の 国 際 基 準 等 を 参 考 に 規 制 機 関 が 予 め 設 定 し て お

ま え 、「 原 子 力 施 設 か ら 概 ね ３ ０ ｋ ｍ 」 が 目 安 と さ れ て い る 。 く 必 要 が あ る 。 ま た 、 OIL に 基 づ く 判 断 を 行 う た め 、 環 境 モ ニ タ リ ン グ

を 行 う 体 制 を 整 備 す る と と も に 、 緊 急 防 護 措 置 を 迅 速 か つ 実 効 的 に 実 施

※ 栃 木 県 境 か ら 最 も 近 い 日 本 原 子 力 発 電 東 海 第 二 発 電 所 ま で の 距 離 は 、 で き る 準 備 を 確 立 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 際 、 当 該 地 域 に お け る 人 口

最 短 で 約 32 ｋ ｍ の 位 置 関 係 に あ る た め 、 本 県 に 該 当 す る 区 域 は 無 い 分 布 や 社 会 環 境 条 件 （ 道 路 網 等 ） を 勘 案 し 、 必 要 に 応 じ て 段 階 的 な 避 難

を 実 施 で き る よ う 計 画 を 策 定 す る こ と が 重 要 で あ る 。

第 ２ プ ル ー ム 通 過 時 の 被 ば く を 避 け る た め の 防 護 措 置 を 実 施 す る 地 域 第 ２ プ ル ー ム 通 過 時 の 被 ば く を 避 け る た め の 防 護 措 置

（ P P A ： P l u m e P r o t e c t i o n P l a n n i n g A r e a ） 東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に お い て は 、 プ ル ー ム に 含 ま れ

Ｕ Ｐ Ｚ 外 に お い て も 、 プ ル ー ム 通 過 時 に は 放 射 性 ヨ ウ 素 の 吸 入 に よ る た 放 射 性 ヨ ウ 素 の 吸 入 に よ る 甲 状 腺 等 価 線 量 は 、 IAEA の 安 定 ヨ ウ 素 剤 予

甲 状 腺 被 ば く 等 の 影 響 も あ る こ と が 想 定 さ れ る 。 つ ま り 、 Ｕ Ｐ Ｚ の 目 安 防 服 用 の 判 断 基 準 を 用 い る と 、 そ の 範 囲 が 原 子 力 発 電 所 等 か ら 50 ㎞ に 及

で あ る ３ ０ ｋ ｍ の 範 囲 外 で あ っ て も 、 そ の 周 辺 を 中 心 に 防 護 措 置 が 必 要 ん だ 可 能 性 が あ る と さ れ て お り 、 今 後 、 こ れ を 参 考 と し て 、 国 に お い て 、

と な る 場 合 が あ る と さ れ て い る 。 プ ル ー ム 通 過 時 の 被 ば く を 避 け る た め の 防 護 措 置 を 実 施 す る 地 域 に お け

プ ル ー ム 通 過 時 の 防 護 措 置 と し て は 、 放 射 性 物 質 の 吸 引 等 を 避 け る た る 具 体 的 な 対 応 を 検 討 し て い く 必 要 が あ る 。

め の 屋 内 退 避 や 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服 用 な ど 、 状 況 に 応 じ た 追 加 の 防 護 措 置 こ の 場 合 の 防 護 措 置 は 、 自 宅 等 建 造 物 内 へ の 屋 内 退 避 が 中 心 に な る と

を 講 じ る 必 要 が 生 じ る 場 合 も あ る 。 ま た 、 プ ル ー ム に つ い て は 、 空 間 放 考 え ら れ て お り 、 ま た 、 必 要 に 応 じ て 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服 用 、 飲 食 物 の 摂

射 線 量 率 の 測 定 だ け で は 通 過 時 し か 把 握 で き ず 、 そ の 到 達 以 前 に 防 護 措 取 制 限 も 考 慮 す る 必 要 が あ る 。

置 を 講 じ る こ と は 困 難 で あ る 。 こ の た め 、 放 射 性 物 質 が 放 出 さ れ る 前 に プ ル ー ム に よ る 被 ば く 線 量 を 回 避 す る 防 護 措 置 は 、 施 設 の 緊 急 時 対 応

原 子 力 施 設 の 状 況 に 応 じ て 、 Ｕ Ｐ Ｚ 外 に お い て も 防 護 措 置 の 実 施 の 準 備 レ ベ ル （ EAL） や 運 用 上 の 介 入 レ ベ ル （ OIL） の 基 準 、 放 射 性 物 質 の 拡 散

が 必 要 と な る 場 合 が あ る 。 状 況 の 推 定 等 に 基 づ い て 実 施 さ れ る が 、 住 民 へ の 情 報 提 供 、 周 知 体 制 の

整 備 、安 定 ヨ ウ 素 剤 の 備 蓄 な ど の 計 画 を あ ら か じ め 策 定 す る 必 要 が あ る 。

※ Ｐ Ｐ Ａ の 範 囲 、 防 護 措 置 の 内 容 等 に つ い て は 、 原 子 力 規 制 委 員 会 に こ の た め 、 放 射 性 物 質 拡 散 予 測 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 踏 ま え 、 必 要 と さ

お い て 検 討 中 の た め 、 対 策 指 針 の 見 直 し 後 記 載 予 定 れ る 防 護 措 置 を 実 施 す る も の と す る 。
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原 子 力 災 害 対 策 重 点 区 域 ※ 防 災 対 策 を 重 点 的 に 充 実 す べ き 地 域 の 考 え 方 の イ メ ー ジ （ 原 子 力 安 全 委 員 会 事 務 局 作 成 ）

※ Ｐ Ｐ Ａ の 範 囲 、 防 護 措 置 の 内 容 等 に つ い て 、「 原 子 力 施 設 等 の 防 災

対 策 に つ い て 」（ 防 災 指 針 ） 法 定 化 後 記 載 予 定
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第 ５ 節 計 画 の 基 礎 と す る べ き 原 子 力 災 害 の 想 定 第 ３ 節 計 画 の 基 礎 と す る べ き 原 子 力 災 害 の 想 定

対 策 指 針 が 規 定 す る 、 近 隣 県 に お け る 大 規 模 な 原 子 力 発 電 所 等 か ら 防 災 指 針 が 規 定 す る 、 近 隣 県 に お け る 大 規 模 な 原 子 力 発 電 所 等 か ら

の 放 射 性 物 質 及 び 放 射 線 の 放 出 形 態 及 び 核 燃 料 物 質 等 の 輸 送 に 係 る 仮 の 放 射 性 物 質 及 び 放 射 線 の 放 出 形 態 及 び 核 燃 料 物 質 等 の 輸 送 に 係 る 仮

想 的 な 事 故 評 価 に つ い て 想 定 す る 。 想 的 な 事 故 評 価 に つ い て 想 定 す る 。

第 １ 周 辺 地 域 に お け る 原 子 力 発 電 所 の 立 地 状 況 第 １ 周 辺 地 域 に お け る 原 子 力 発 電 所 の 立 地 状 況

本 県 と 隣 接 す る 茨 城 県 に は 、日 本 原 子 力 発 電 東 海 第 二 発 電 所 が 所 在 し 、 本 県 と 隣 接 す る 茨 城 県 に は 、日 本 原 子 力 発 電 東 海 第 二 発 電 所 が 所 在 し 、

１ 基 の 原 子 炉 が 設 置 さ れ て い る 。 ま た 、 同 じ く 隣 接 す る 福 島 県 に は 、 災 １ 基 の 原 子 炉 が 設 置 さ れ て い る 。 ま た 、 同 じ く 隣 接 す る 福 島 県 に は 、 東

害 が 発 生 し た 原 子 力 施 設 に つ い て 、 施 設 の 状 況 に 応 じ た 適 切 な 方 法 に よ 京 電 力 福 島 第 一 及 び 第 二 原 子 力 発 電 所 が 所 在 し 、 そ れ ぞ れ ２ 基 及 び ４ 基

る 管 理 を 行 う た め 特 定 原 子 力 施 設 に 指 定 さ れ た 東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 の 原 子 炉 が 設 置 さ れ て い る 。 さ ら に 新 潟 県 に は 、 東 京 電 力 柏 崎 刈 羽 原 子

発 電 所 が 所 在 し 、 廃 炉 が 決 定 さ れ て い る 。 福 島 第 二 原 子 力 発 電 所 に は ４ 力 発 電 所 が 所 在 し 、 ７ 基 の 原 子 炉 が 設 置 さ れ て い る 。

基 の 原 子 炉 が 、 さ ら に 新 潟 県 に は 、 東 京 電 力 柏 崎 刈 羽 原 子 力 発 電 所 が 所 栃 木 県 境 か ら 最 も 近 い 日 本 原 子 力 発 電 東 海 第 二 発 電 所 ま で の 距 離 は 、

在 し 、 ７ 基 の 原 子 炉 が 設 置 さ れ て い る 。 最 短 で 約 32 ｋ ｍ の 位 置 関 係 に あ る 。

栃 木 県 境 か ら 最 も 近 い 日 本 原 子 力 発 電 東 海 第 二 発 電 所 ま で の 距 離 は 、

最 短 で 約 32 ｋ ｍ の 位 置 関 係 に あ る 。
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第 ２ 原 子 力 災 害 の 想 定 第 ２ 原 子 力 災 害 の 想 定

１ 原 子 力 発 電 所 等 に お け る 事 故 １ 原 子 力 発 電 所 等 に お け る 事 故

栃 木 県 内 に は 原 子 力 発 電 所 等 が 存 在 せ ず 、 ま た 、 旧 原 子 力 安 全 委 員 会 栃 木 県 内 に は 原 子 力 発 電 所 等 が 存 在 せ ず 、 ま た 、 隣 接 県 に あ る 原 子 力

が 定 め た 「 原 子 力 施 設 等 の 防 災 対 策 に つ い て 」 に お け る 「 防 災 対 策 を 重 発 電 所 等 に 関 す る 「 防 災 対 策 を 重 点 的 に 充 実 す べ き 地 域 の 範 囲 」（ EPZ：
点 的 に 充 実 す べ き 地 域 の 範 囲 」（ EPZ： Emergency Planning Zone） に も 本 県 は 含 Emergency Planning Zone） に も 本 県 の 地 域 は 含 ま れ て い な か っ た が 、 東 京 電 力

ま れ て い な か っ た が 、 東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 に お い て は 、 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 に お い て は 、 放 射 性 物 質 が 防 災 対 策 を 重 点 的

放 射 性 物 質 が こ の 範 囲 よ り 広 範 囲 に 拡 散 し 、 住 民 生 活 や 産 業 に 甚 大 な 被 に 充 実 す べ き 地 域 の 範 囲 よ り 広 範 囲 に 拡 散 し 、 住 民 生 活 や 産 業 に 甚 大 な

害 を も た ら し て い る 。 被 害 を も た ら し て い る 。

こ う し た 経 過 を 踏 ま え 、 原 子 力 発 電 所 等 の 事 故 に よ る 放 射 性 物 質 の 影 こ う し た 経 過 を 踏 ま え 、 原 子 力 発 電 所 等 の 事 故 に よ る 放 射 性 物 質 の 影

響 が 広 範 囲 に 及 び 、 県 内 に お い て 原 子 力 緊 急 事 態 に 伴 う 屋 内 退 避 若 し く 響 が 広 範 囲 に 及 び 、 県 内 に お い て 原 子 力 緊 急 事 態 に 伴 う 屋 内 退 避 若 し く

は 避 難 が 必 要 と な っ た と き 又 は そ の お そ れ の あ る と き を 想 定 し て 、予 防 、 は 避 難 が 必 要 と な っ た と き 又 は そ の お そ れ の あ る と き を 想 定 し て 、予 防 、

応 急 対 策 及 び 復 旧 ・ 復 興 を 行 う 。 応 急 対 策 及 び 復 旧 ・ 復 興 を 行 う 。

２ 放 射 性 物 質 輸 送 中 に 係 る 事 故 等 ２ 放 射 性 物 質 輸 送 中 に 係 る 事 故 等

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ３ 予 測 さ れ る 影 響 第 ３ 予 測 さ れ る 影 響

１ 原 子 力 災 害 対 策 を 重 点 的 に 実 施 す べ き 地 域 の 範 囲 等 １ 防 災 対 策 を 重 点 的 に 充 実 す べ き 地 域 の 範 囲

対 策 指 針 に よ る 「 原 子 力 災 害 対 策 重 点 区 域 」 で は 、 原 子 力 災 害 対 策 を 原 子 力 安 全 委 員 会 が 示 す 「 原 子 力 発 電 所 に 係 る 防 災 対 策 を 重 点 的 に 充

重 点 的 に 実 施 す べ き 地 域 と し て 、 予 防 的 防 護 措 置 を 準 備 す る 地 域 実 す べ き 地 域 に 関 す る 考 え 方 」 で は 、 防 災 対 策 を 重 点 的 に 充 実 す べ き 地

（ PAZ:Precautionary Action Zone） 及 び 緊 急 時 防 護 措 置 を 準 備 す る 区 域 （ UPZ： Urgent 域 の 内 容 と し て 、 予 防 的 防 護 措 置 を 準 備 す る 地 域 （ PAZ:Precautionary Action Zone）
Protective action Planning Zone） と し て 、 そ れ ぞ れ 、 原 子 力 施 設 か ら 概 ね 半 径 ５ ｋ 及 び 緊 急 時 防 護 措 置 を 準 備 す る 区 域 （ UPZ： Urgent Protective action Planning Zone）
ｍ 及 び ３ ０ ｋ ｍ が 目 安 と さ れ た 。 ま た 、 プ ル ー ム 通 過 時 の 被 ば く を 避 け の ほ か 、 プ ル ー ム 通 過 時 の 放 射 性 ヨ ウ 素 に よ る 甲 状 腺 被 ば く を 避 け る た

る た め の 防 護 措 置 を 実 施 す る 地 域 （ PPA： Plume Protection Planning Area） の 検 討 め の 屋 内 退 避 、 安 定 ヨ ウ 素 剤 服 用 等 の 対 策 を 準 備 す る 地 域 （ PPA： Plume
に つ い て も 示 さ れ て い る 。 Protection Planning Area） が 示 さ れ て お り 、 UPZ 区 域 の 範 囲 の 目 安 に つ い て は 、

原 子 力 発 電 所 等 か ら 概 ね 半 径 約 30km、 ま た 、 PPA に つ い て は 原 子 力 発 電

所 等 か ら 概 ね 半 径 約 50km の 区 域 に 及 ん だ 可 能 性 が あ る と 記 さ れ て い る 。
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２ 本 県 に お け る 具 体 的 影 響 、 想 定 等 ２ 本 県 に お け る 具 体 的 影 響 、 想 定 等

( 1 ) 東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 に お け る 具 体 的 影 響

東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 に お い て は 、 放 射 性 物 質 が 県

内 の 広 範 囲 に 拡 散 し 、 放 射 性 物 質 汚 染 対 処 特 措 法 に 基 づ き ８ 市 町 が

汚 染 状 況 重 点 調 査 地 域 に 指 定 さ れ 、 除 染 が 必 要 と な っ た ほ か 、 農 林

水 産 物 の 出 荷 制 限 や 観 光 業 へ の 風 評 被 害 な ど 県 民 生 活 と 本 県 産 業 に

大 き な 影 響 を 与 え て い る 。

( 2 ) 想 定

Ｕ Ｐ Ｚ 外 に お い て も 、 プ ル ー ム 通 過 時 に は 放 射 性 物 質 の 被 ば く 等

の 影 響 な ど が 想 定 さ れ る こ と か ら 、 Ｕ Ｐ Ｚ の 目 安 で あ る ３ ０ ｋ ｍ の

範 囲 外 で あ っ て も 、 そ の 周 辺 を 中 心 に 防 護 措 置 を 想 定 す る 必 要 が あ

る 。

※ 具 体 的 影 響 に つ い て は 、 原 子 力 規 制 委 員 会 に お い て Ｐ Ｐ Ａ の 範 囲 等 が ※ 国 等 が 実 施 す る 放 射 性 物 質 拡 散 等 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 等 を 記 載 予 定

検 討 中 の た め 、 対 策 指 針 の 見 直 し 後 記 載 予 定

第 ２ 章 予 防 第 ２ 章 予 防

第 １ 節 初 動 体 制 の 整 備 第 １ 節 初 動 体 制 の 整 備

第 １ 情 報 の 収 集 ・ 連 絡 体 制 の 整 備 第 １ 情 報 の 収 集 ・ 連 絡 体 制 の 整 備

１ 国 ・ 近 隣 県 ～ ２ 市 町 １ 国 ・ 近 隣 県 ～ ２ 市 町

（ 同 右 ） （ 略 ）

３ 原 子 力 事 業 者 ３ 原 子 力 事 業 者

県 （ 県 民 生 活 部 ） は 、 近 隣 県 に お け る 原 子 力 事 業 者 と 、 原 子 力 発 電 所 県 （ 県 民 生 活 部 ） は 、 近 隣 県 に お け る 原 子 力 事 業 者 と 、 原 子 力 発 電 所

等 の 安 全 確 保 に 係 る 連 絡 体 制 等 に 関 す る 覚 書 等 を 締 結 し 、 緊 急 時 に お け 等 に 係 る 安 全 確 保 に 関 す る 協 定 等 を 締 結 し 、 緊 急 時 に お け る 通 報 体 制 や

る 通 報 体 制 や 通 常 時 に お け る 連 絡 体 制 の 構 築 、現 地 確 認 な ど を 実 施 す る 。 通 常 時 に お け る 連 絡 体 制 の 構 築 、 現 地 確 認 な ど を 実 施 す る 。

〈 資 料 編 ○ － ○ － ○ 原 子 力 発 電 所 の 安 全 確 保 に 係 る 連 絡 体 制 等 に 関 す る

覚 書 〉

〈 資 料 編 ○ － ○ － ○ 東 海 第 二 発 電 所 の 安 全 確 保 に 係 る 連 絡 体 制 等 に 関 す

る 確 認 書 〉

４ 連 絡 要 員 の 指 定 ・ 連 絡 体 制 の 整 備 ４ 連 絡 要 員 の 指 定 ・ 連 絡 体 制 の 整 備

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ２ 情 報 の 分 析 整 理 第 ２ 情 報 の 分 析 整 理

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ３ 通 信 手 段 の 確 保 等 第 ３ 通 信 手 段 の 確 保 等

１ 通 信 連 絡 網 等 の 整 備 １ 通 信 連 絡 網 等 の 整 備

県 （ 県 民 生 活 部 ） は 、 国 及 び 関 係 市 町 と の 連 携 及 び 原 子 力 事 業 者 の 協 県 （ 県 民 生 活 部 ） は 、 国 及 び 関 係 市 町 と 連 携 し て 、 現 在 あ る 防 災 行 政

力 を 得 て 、 現 在 あ る 防 災 行 政 無 線 、 緊 急 時 連 絡 網 、 衛 星 携 帯 電 話 等 の 整 無 線 、 緊 急 時 連 絡 網 、 衛 星 携 帯 電 話 等 の 整 備 ・ 拡 充 を 図 る と と も に 、 複

備 ・ 拡 充 を 図 る と と も に 、 複 合 災 害 の 場 合 も 想 定 し て 、 シ ス テ ム の 機 能 合 災 害 の 場 合 も 想 定 し て 、 シ ス テ ム の 機 能 が 損 な わ れ な い よ う 、 複 数 の

が 損 な わ れ な い よ う 、 複 数 の 連 絡 手 段 を 確 保 す る な ど の 対 策 を 講 じ る 。 連 絡 手 段 を 確 保 す る な ど の 対 策 を 講 じ る 。

第 ２ 節 住 民 等 へ の 情 報 伝 達 体 制 の 整 備 第 ２ 節 住 民 等 へ の 情 報 伝 達 体 制 の 整 備

第 １ 情 報 伝 達 体 制 の 整 備 第 １ 情 報 伝 達 体 制 の 整 備

（ 同 右 ） （ 略 ）
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第 ２ 避 難 行 動 要 支 援 者 等 へ の 情 報 伝 達 第 ２ 災 害 時 要 援 護 者 等 へ の 情 報 伝 達

市 町 は 、 消 防 機 関 や 自 主 防 災 組 織 、 福 祉 団 体 、 外 国 人 団 体 、 ボ ラ ン テ 市 町 は 、 消 防 機 関 や 自 主 防 災 組 織 、 福 祉 団 体 、 外 国 人 団 体 、 ボ ラ ン テ

ィ ア 等 と 連 携 し 、 一 人 暮 ら し の 高 齢 者 及 び 高 齢 者 の み の 世 帯 の 者 、 視 聴 ィ ア 等 と 連 携 し 、 一 人 暮 ら し の 高 齢 者 及 び 高 齢 者 の み の 世 帯 の 者 、 視 聴

覚 障 害 者 、 外 国 人 （ 日 本 語 の 理 解 が 十 分 で な い 者 ） 等 の 情 報 伝 達 に お い 覚 障 害 者 、 日 本 語 に 不 慣 れ な 在 住 外 国 人 等 の 情 報 伝 達 に お い て 困 難 が 予

て 困 難 が 予 想 さ れ る 避 難 行 動 要 支 援 者 及 び 一 時 滞 在 者 へ の 情 報 伝 達 に つ 想 さ れ る 災 害 時 要 援 護 者 及 び 一 時 滞 在 者 へ の 情 報 伝 達 に つ い て 支 援 す る

い て 支 援 す る な ど 、 住 民 等 の 協 力 を 得 な が ら 円 滑 か つ 確 実 に 行 わ れ る 体 な ど 、 住 民 等 の 協 力 を 得 な が ら 円 滑 か つ 確 実 に 行 わ れ る 体 制 を 整 備 す る

制 を 整 備 す る よ う 努 め る 。 よ う 努 め る 。

県 （ 県 民 生 活 部 ・ 保 健 福 祉 部 ・ 産 業 労 働 観 光 部 ） は 、 市 町 が 行 う 避 難 県 （ 県 民 生 活 部 ・ 保 健 福 祉 部 ・ 産 業 労 働 観 光 部 ） は 、 市 町 が 行 う 災 害

行 動 要 支 援 者 等 へ の 情 報 伝 達 に つ い て 、 必 要 な 支 援 を 行 う 。 時 要 援 護 者 等 へ の 情 報 伝 達 に つ い て 、 必 要 な 支 援 を 行 う 。

第 ３ 相 談 窓 口 の 設 置 ～ 第 ４ 情 報 提 供 項 目 第 ３ 相 談 窓 口 の 設 置 ～ 第 ４ 情 報 提 供 項 目

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ３ 節 避 難 活 動 体 制 等 の 整 備 第 ３ 節 避 難 活 動 体 制 等 の 整 備

第 １ 避 難 体 制 等 の 整 備 第 １ 避 難 体 制 等 の 整 備

１ 避 難 計 画 の 策 定 等 １ 避 難 計 画 の 策 定 等

県 （ 県 民 生 活 部 ） は 、 避 難 計 画 を 策 定 す る と と も に 、 国 （ 安 全 規 制 担 県 （ 県 民 生 活 部 ） は 、 避 難 計 画 を 策 定 す る と と も に 、 国 （ 安 全 規 制 担

当 省 庁 、 文 部 科 学 省 ）、 県 警 察 、 原 子 力 事 業 者 、 県 バ ス ・ タ ク シ ー 協 会 当 省 庁 、 文 部 科 学 省 ）、 県 警 察 、 原 子 力 事 業 者 、 県 バ ス ・ タ ク シ ー 協 会

等 関 係 団 体 の 協 力 の も と 、 市 町 が 策 定 す る 屋 内 退 避 及 び 避 難 誘 導 計 画 の 等 関 係 団 体 の 協 力 の も と 、 市 町 が 策 定 す る 屋 内 退 避 及 び 避 難 誘 導 計 画 の

策 定 に つ い て 必 要 な 支 援 を 行 う 。 な お 、 避 難 計 画 の 策 定 等 に 当 た っ て は 、 策 定 に つ い て 必 要 な 支 援 を 行 う 。 な お 、 避 難 計 画 の 策 定 等 に 当 た っ て は 、

医 療 機 関 、 社 会 福 祉 施 設 等 の 避 難 行 動 要 支 援 者 関 連 施 設 の 入 院 患 者 、 入 医 療 機 関 、 社 会 福 祉 施 設 等 の 災 害 時 要 援 護 者 関 連 施 設 の 入 院 患 者 、 入 所

所 者 を は じ め 避 難 行 動 要 支 援 者 の 避 難 に つ い て 、 十 分 配 慮 す る 。 者 を は じ め 災 害 時 要 援 護 者 の 避 難 に つ い て 、 十 分 配 慮 す る 。

※ 避 難 計 画 の 策 定 に つ い て は 、 原 子 力 規 制 委 員 会 に お い て Ｐ Ｐ Ａ の 範 囲

等 を 検 討 中

２ 避 難 所 の 指 定 等 ～ ３ 避 難 所 、 避 難 方 法 等 の 周 知 ２ 避 難 所 の 指 定 等 ～ ３ 避 難 所 、 避 難 方 法 等 の 周 知

（ 同 右 ） （ 略 ）

４ 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 投 与 体 制 の 整 備 ４ 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 投 与 体 制 の 確 立

県 （ 県 民 生 活 部 ・ 保 健 福 祉 部 ） 及 び 市 町 は 、 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 迅 速 か つ 県 （ 県 民 生 活 部 ・ 保 健 福 祉 部 ） 及 び 市 町 は 、 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 迅 速 か つ

適 切 な 配 布 ･服 用 を 行 う た め 、 緊 急 時 の 手 順 や 体 制 を 整 備 す る 。 適 切 な 配 布 ･ 服 用 を 行 う た め 、 平 常 時 の 配 備 、 緊 急 時 の 手 順 や 体 制 を 整

市 町 は 、 国 の 原 子 力 災 害 対 策 本 部 等 か ら 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服 用 の 指 示 が 備 す る 。

あ っ た 場 合 に 、 関 係 機 関 と 連 携 し 、 住 民 等 に 対 し 確 実 に 配 布 、 服 用 等 が 市 町 は 、 国 の 原 子 力 災 害 対 策 本 部 等 か ら 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服 用 の 指 示 が

で き る よ う 体 制 を 整 備 す る 。 あ っ た 場 合 に 、 関 係 機 関 と 連 携 し 、 住 民 等 に 対 し 確 実 に 配 布 、 服 用 等 が

で き る よ う 体 制 を 整 備 す る 。

※ 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 配 備 等 に つ い て は 、 原 子 力 規 制 委 員 会 に お い て Ｐ Ｐ Ａ

の 範 囲 等 を 検 討 中

第 ２ 避 難 指 示 の 判 断 第 ２ 避 難 指 示 の 判 断

１ 避 難 等 の 判 断 基 準 等 １ 避 難 等 の 判 断 基 準 等

緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ 結 果 な ど に よ り 、 空 間 放 射 線 量 率 等 が 次 の 基 準 に 緊 急 時 環 境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 等 に よ る 予 測 結 果 な ど に よ り 、 住 民 が

よ り 一 定 の レ ベ ル を 超 え る よ う な 場 合 に は 、 原 子 力 災 害 対 策 本 部 長 （ 内 受 け る と 予 測 さ れ る 実 効 線 量 又 は 等 価 線 量 が 次 の 基 準 に よ り 一 定 の レ ベ

閣 総 理 大 臣 ） か ら 市 町 長 等 に 対 し 、 Ｏ Ｉ Ｌ に 基 づ き 避 難 等 の 指 示 が 発 出 ル を 超 え る よ う な 場 合 に は 、 原 子 力 災 害 対 策 本 部 長 （ 内 閣 総 理 大 臣 ） か

さ れ る 。 ら 市 町 長 等 に 対 し 、 地 域 住 民 の 屋 内 退 避 、 コ ン ク リ ー ト 屋 内 退 避 、 避 難
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の 指 示 が 発 出 さ れ る 。

２ 屋 内 退 避 ２ 屋 内 退 避

大 気 中 を 拡 散 し て き た 放 射 性 物 質 か ら の 被 ば く を 低 減 す る た め に は 、 大 気 中 を 拡 散 し て き た 放 射 性 物 質 か ら の 被 ば く を 低 減 す る た め に は 、

放 射 性 物 質 か ら で き る だ け 遠 ざ か る こ と が 最 も 効 果 的 で あ る が 、 避 難 等 放 射 性 物 質 か ら で き る だ け 遠 ざ か る こ と が 最 も 効 果 的 で あ る が 、 避 難 等

に 伴 う 混 乱 の 発 生 の お そ れ 等 を 考 慮 す れ ば 、 簡 便 な 防 護 対 策 と し て 屋 内 に 伴 う 混 乱 の 発 生 の お そ れ 等 を 考 慮 す れ ば 、 簡 便 な 防 護 対 策 と し て 屋 内

退 避 が 有 効 で あ る 。 退 避 が 有 効 で あ る 。

Ｐ Ｐ Ａ に お け る 防 護 措 置 に つ い て は 、 自 宅 内 へ の 屋 内 退 避 が 中 心 に な Ｐ Ｐ Ａ に お け る 防 護 措 置 に つ い て は 、 自 宅 内 へ の 屋 内 退 避 が 中 心 に な

る と さ れ て お り 、 本 県 の 一 部 の 地 域 が Ｐ Ｐ Ａ に 含 ま れ る こ と も 想 定 さ れ る と さ れ て お り 、 本 県 の 一 部 の 地 域 が Ｐ Ｐ Ａ に 含 ま れ る こ と が 予 想 さ れ

る こ と か ら 、 県 （ 県 民 生 活 部 ） 及 び 関 係 市 町 は 、 屋 内 退 避 等 に 係 る 伝 達 る こ と か ら 、 県 （ 県 民 生 活 部 ） 及 び 関 係 市 町 は 、 屋 内 退 避 等 に 係 る 伝 達

方 法 等 に つ い て 整 備 す る 。 方 法 等 に つ い て 整 備 す る 。

第 ３ 警 戒 区 域 設 定 の 判 断 基 準 第 ３ 警 戒 区 域 設 定 の 判 断 基 準

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ４ 災 害 時 要 援 護 者 等 へ の 対 応 第 ４ 災 害 時 要 援 護 者 等 へ の 対 応

県 （ 県 民 生 活 部 ・ 保 健 福 祉 部 ・ 産 業 労 働 観 光 部 ） は 、 市 町 に 対 し 、 一 県 （ 県 民 生 活 部 ・ 保 健 福 祉 部 ・ 産 業 労 働 観 光 部 ） は 、 市 町 に 対 し 、 一

人 暮 ら し の 高 齢 者 並 び に 高 齢 者 の み の 世 帯 の 者 、 介 護 保 険 に お け る 要 介 人 暮 ら し の 高 齢 者 並 び に 高 齢 者 の み の 世 帯 の 者 、 介 護 保 険 に お け る 要 介

護 ・ 要 支 援 認 定 者 、 障 害 者 、 妊 産 婦 、 乳 幼 児 、 難 病 患 者 、 透 析 患 者 、 外 護 ・ 要 支 援 認 定 者 、 障 害 者 、 妊 産 婦 、 乳 幼 児 、 難 病 患 者 、 透 析 患 者 、 日

国 人 （ 日 本 語 の 理 解 が 十 分 で な い 者 ） 等 の 避 難 行 動 要 支 援 者 及 び 一 時 滞 本 語 に 不 慣 れ な 在 住 外 国 人 等 の 災 害 時 要 援 護 者 及 び 一 時 滞 在 者 を 適 切 に

在 者 を 適 切 に 避 難 誘 導 す る た め の 計 画 等 の 整 備 に つ い て 助 言 す る 。 避 難 誘 導 す る た め の 計 画 等 の 整 備 に つ い て 助 言 す る 。

市 町 は 、避 難 行 動 要 支 援 者 及 び 一 時 滞 在 者 を 適 切 に 避 難 誘 導 す る た め 、 市 町 は 、 災 害 時 要 援 護 者 及 び 一 時 滞 在 者 を 適 切 に 避 難 誘 導 す る た め 、

平 常 時 か ら 消 防 団 や 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 、 周 辺 住 民 、 自 主 防 災 組 織 等 の 平 常 時 か ら 消 防 団 や 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 、 周 辺 住 民 、 自 主 防 災 組 織 等 の

協 力 を 得 な が ら 、こ れ ら の 者 に 係 る 避 難 支 援 計 画 等 を 整 備 す る と と も に 、 協 力 を 得 な が ら 、こ れ ら の 者 に 係 る 避 難 支 援 計 画 等 を 整 備 す る と と も に 、

作 成 後 も 登 録 者 及 び 計 画 の 内 容 を 適 宜 更 新 す る こ と に よ り 、 実 情 に 応 じ 作 成 後 も 登 録 者 及 び 計 画 の 内 容 を 適 宜 更 新 す る こ と に よ り 、 実 情 に 応 じ

た 実 態 把 握 に 努 め る も の と す る 。 た 実 態 把 握 に 努 め る も の と す る 。

な お 、 放 射 線 の 影 響 を 受 け や す い 乳 幼 児 等 に つ い て 、 十 分 配 慮 す る 。 な お 、 放 射 線 の 影 響 を 受 け や す い 乳 幼 児 等 に つ い て 、 十 分 配 慮 す る 。

第 ４ 節 モ ニ タ リ ン グ 体 制 の 整 備 第 ４ 節 モ ニ タ リ ン グ 体 制 の 整 備
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第 １ モ ニ タ リ ン グ に よ る 監 視 の 実 施 等 第 １ モ ニ タ リ ン グ に よ る 監 視 の 実 施 等

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ２ モ ニ タ リ ン グ 体 制 第 ２ モ ニ タ リ ン グ 体 制

１ 体 制 の 整 備 １ 体 制 の 整 備

( 1 ) 機 器 等 の 整 備 ・ 維 持 ( 1 ) 機 器 等 の 整 備 ・ 維 持

県 （ 環 境 森 林 部 ） は 、 平 常 時 ・ 緊 急 時 に お け る 県 内 の 環 境 に 対 す る 放 県 （ 環 境 森 林 部 ） は 、 平 常 時 ・ 緊 急 時 に お け る 県 内 の 環 境 に 対 す る 放

射 性 物 質 又 は 放 射 線 の 影 響 を 把 握 す る た め 、 モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 等 の 環 射 性 物 質 又 は 放 射 線 の 影 響 を 把 握 す る た め 、 モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 等 の 環

境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 機 器 等 を 整 備 ・ 維 持 す る と と も に 、 そ の 操 作 の 習 境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 機 器 等 を 整 備 ・ 維 持 す る と と も に 、 そ の 操 作 の 習

熟 に 努 め る 。 熟 に 努 め る 。

〈 資 料 編 ○ － ○ － ○ モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 設 置 場 所 一 覧 〉

( 2 ) 複 合 災 害 へ の 備 え ( 2 ) 複 合 災 害 へ の 備 え

（ 同 右 ） （ 略 ）

２ 要 員 の 確 保 ・ 育 成 等 ２ 要 員 の 確 保 ・ 育 成 等

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ３ 関 係 機 関 と の 協 力 体 制 の 整 備 第 ３ 関 係 機 関 と の 協 力 体 制 の 整 備

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ５ 節 住 民 等 の 健 康 対 策 第 ５ 節 住 民 等 の 健 康 対 策

第 １ 資 機 材 の 整 備 等 第 １ 資 機 材 の 整 備 等

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ２ 医 療 救 護 活 動 体 制 の 整 備 第 ２ 医 療 救 護 活 動 体 制 の 整 備

１ 基 本 方 針 １ 基 本 方 針

県 （ 保 健 福 祉 部 ） 及 び 市 町 は 、 関 係 機 関 の 協 力 を 得 て 、 避 難 所 に 設 置 県 （ 保 健 福 祉 部 ） 及 び 市 町 は 、 関 係 機 関 の 協 力 を 得 て 、 避 難 所 に 設 置

す る 医 療 救 護 所 等 に お い て 、 住 民 や 防 災 業 務 関 係 者 等 を 対 象 と し た 放 射 す る 医 療 救 護 所 等 に お い て 、 住 民 や 防 災 業 務 関 係 者 等 を 対 象 と し た 放 射

性 物 質 に よ る 表 面 汚 染 の 検 査 （ 放 射 線 サ ー ベ イ 検 査 ）、 汚 染 の 程 度 に 応 性 物 質 に よ る 表 面 汚 染 の 検 査 （ サ ー ベ イ ラ ン ス ）、 汚 染 の 程 度 に 応 じ た

じ た 拭 き 取 り 等 の 簡 易 な 除 染 、 医 療 救 護 及 び 健 康 管 理 等 を 実 施 す る 体 制 拭 き 取 り 等 の 簡 易 な 除 染 、 医 療 救 護 及 び 健 康 管 理 等 を 実 施 す る 体 制 を 整

を 整 備 す る 。 備 す る 。

２ 関 係 機 関 の 協 力 の 確 保 ２ 関 係 機 関 の 協 力 の 確 保

（ 同 右 ） （ 略 ）

３ 情 報 提 供 シ ス テ ム の 充 実 ・ 活 用 ３ 情 報 提 供 シ ス テ ム の 充 実 ・ 活 用

( 1 ) 救 急 医 療 ・ 広 域 災 害 情 報 シ ス テ ム の 充 実 ( 1 ) 広 域 災 害 ・ 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム の 充 実

県 （ 保 健 福 祉 部 ） は 、 一 般 傷 病 者 等 の 医 療 を 円 滑 に 実 施 す る た め 、 医 県 （ 保 健 福 祉 部 ） は 、 一 般 傷 病 者 等 の 医 療 を 円 滑 に 実 施 す る た め 、 医

療 機 関 、 医 療 従 事 者 、 備 蓄 医 薬 品 に 関 す る 情 報 の 収 集 ・ 提 供 を 行 う 救 急 療 機 関 、 医 療 従 事 者 、 備 蓄 医 薬 品 に 関 す る 情 報 の 収 集 ・ 提 供 を 行 う 広 域

医 療 ・ 広 域 災 害 情 報 シ ス テ ム の 充 実 に 努 め る 。 災 害 ・ 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム の 充 実 に 努 め る 。

第 ６ 節 農 林 水 産 物 ・ 加 工 食 品 等 の 安 全 性 確 保 体 制 の 整 備 ～ 第 １ ０ 節 第 ６ 節 農 林 水 産 物 ・ 加 工 食 品 等 の 安 全 性 確 保 体 制 の 整 備 ～ 第 １ ０ 節

防 災 訓 練 の 実 施 防 災 訓 練 の 実 施

（ 同 右 ） （ 略 ）
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第 ２ 注 意 体 制 第 ２ 注 意 体 制

県 （ 県 民 生 活 部 ・ そ の 他 各 部 局 ） は 、 近 隣 県 に お け る 原 子 力 発 電 所 等 県 （ 県 民 生 活 部 ・ そ の 他 各 部 局 ） は 、 近 隣 県 に お け る 原 子 力 発 電 所 等

に お い て 事 故 等 （ Ｅ Ａ Ｌ １ ） が 発 生 し 、 災 害 警 戒 本 部 を 設 置 す る に 至 ら に お い て 事 故 等 が 発 生 し 、 災 害 警 戒 本 部 を 設 置 す る に 至 ら な い

な い 被 害 が 生 じ た 場 合 、 注 意 体 制 を と る 。 県 民 生 活 部 及 び 公 共 部 門 関 係 被 害 が 生 じ た 場 合 、 注 意 体 制 を と る 。 県 民 生 活 部 及 び 公 共 部 門 関 係 課 職

課 職 員 は 、 直 ち に 登 庁 し 、 次 の 措 置 を 講 じ る 。 員 は 、 直 ち に 登 庁 し 、 次 の 措 置 を 講 じ る 。

( 1 ) 原 子 力 災 害 に 関 す る 情 報 の 収 集 ( 1 ) 原 子 力 災 害 に 関 す る 情 報 の 収 集

( 2 ) 被 害 情 報 の 把 握 ( 2 ) 被 害 情 報 の 把 握

ア 被 害 が 発 生 し た 日 時 、 場 所 ア 被 害 が 発 生 し た 日 時 、 場 所

イ 被 害 の 概 要 イ 被 害 の 概 要

ウ 被 害 に 対 し て と ら れ た 措 置 ウ 被 害 に 対 し て と ら れ た 措 置

エ そ の 他 必 要 な 事 項 エ そ の 他 必 要 な 事 項

( 3 ) 必 要 に 応 じ て 関 係 部 局 等 へ の 通 報 ( 3 ) 必 要 に 応 じ て 関 係 部 局 等 へ の 通 報

( 4 ) 必 要 に 応 じ て 危 機 管 理 監 、 知 事 等 へ の 報 告 ( 4 ) 必 要 に 応 じ て 危 機 管 理 監 、 知 事 等 へ の 報 告

( 5 ) 災 害 応 急 対 策 (小 規 模 ) ( 5 ) 災 害 応 急 対 策 (小 規 模 )

第 ３ 災 害 警 戒 本 部 の 設 置 第 ３ 災 害 警 戒 本 部 の 設 置

県 （ 県 民 生 活 部 ・ そ の 他 各 部 局 ） は 、 特 定 事 象 発 生 の 通 報 を 受 け た 場 県 （ 県 民 生 活 部 ・ そ の 他 各 部 局 ） は 、 特 定 事 象 発 生 の 通 報 を 受 け た 場

合 （ Ｅ Ａ Ｌ ２ ） 又 は 特 定 事 象 発 生 の お そ れ が あ る と 危 機 管 理 監 が 認 め た 合 又 は 特 定 事 象 発 生 の お そ れ が あ る と 危 機 管 理 監 が 認 め た 場 合

場 合 は 、 災 害 対 策 本 部 を 設 置 す る ま で に 至 る ま で の 措 置 及 び 災 害 対 策 本 は 、 災 害 対 策 本 部 を 設 置 す る ま で に 至 る ま で の 措 置 及 び 災 害 対 策 本 部 を

部 を 設 置 し な い で 行 う 災 害 対 策 に 関 す る 措 置 を 、 総 合 的 、 迅 速 か つ 的 確 設 置 し な い で 行 う 災 害 対 策 に 関 す る 措 置 を 、 総 合 的 、 迅 速 か つ 的 確 に 行

に 行 う た め 、 栃 木 県 災 害 警 戒 本 部 設 置 要 綱 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 う た め 、 栃 木 県 災 害 警 戒 本 部 設 置 要 綱 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 栃 木

栃 木 県 災 害 対 策 ・ 危 機 管 理 委 員 長 （ 危 機 管 理 監 ） を 本 部 長 と す る 災 害 警 県 災 害 対 策 ・ 危 機 管 理 委 員 長 （ 危 機 管 理 監 ） を 本 部 長 と す る 災 害 警 戒 本

戒 本 部 を 設 置 し 、 次 の 災 害 対 策 業 務 を 実 施 す る 。 部 を 設 置 し 、 次 の 災 害 対 策 業 務 を 実 施 す る 。

１ 災 害 警 戒 本 部 の 設 置 、 解 散 の 時 期 ～ ２ 災 害 警 戒 本 部 の 業 務 １ 災 害 警 戒 本 部 の 設 置 、 解 散 の 時 期 ～ ２ 災 害 警 戒 本 部 の 業 務

（ 同 右 ） （ 略 ）

３ 災 害 警 戒 本 部 の 組 織 及 び 運 営 ３ 災 害 警 戒 本 部 の 組 織 及 び 運 営
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災 害 警 戒 本 部 の 組 織 及 び 運 営 は 、 原 則 と し て 栃 木 県 災 害 警 戒 本 部 設 置 災 害 警 戒 本 部 の 組 織 及 び 運 営 は 、 原 則 と し て 栃 木 県 災 害 警 戒 本 部 設 置

要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る も の と し 、 必 要 に 応 じ て 、 関 係 市 町 の 職 員 を 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る こ と と し 、 必 要 に 応 じ て 、 関 係 市 町 の 職 員 を

加 え る も の と す る 。 加 え る も の と す る 。

４ 代 決 者 ４ 代 決 者

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ４ 災 害 対 策 本 部 の 設 置 第 ４ 災 害 対 策 本 部 の 設 置

１ 災 害 対 策 本 部 の 設 置 、 解 散 の 時 期 等 １ 災 害 対 策 本 部 の 設 置 、 解 散 の 時 期 等

県 （ 県 民 生 活 部 ・ そ の 他 各 部 局 ） は 、 原 子 力 緊 急 事 態 発 生 （ Ｅ Ａ Ｌ ３ ） 県 （ 県 民 生 活 部 ・ そ の 他 各 部 局 ） は 、 原 子 力 緊 急 事 態 発 生 の 通

の 通 報 を 受 け た 場 合 又 は 原 子 力 緊 急 事 態 発 生 の お そ れ が あ る と 知 事 が 認 報 を 受 け た 場 合 又 は 原 子 力 緊 急 事 態 発 生 の お そ れ が あ る と 知 事 が 認 め た

め た 場 合 は 、 国 、 市 町 及 び 原 子 力 事 業 者 等 の 防 災 関 係 機 関 と 緊 密 な 連 携 場 合 は 、 国 、 市 町 及 び 原 子 力 事 業 者 等 の 防 災 関 係 機 関 と 緊 密 な 連 携 を 図

を 図 り 、 速 や か に 職 員 を 非 常 参 集 さ せ 、 情 報 の 収 集 ・ 連 絡 に 必 要 な 要 員 り 、 速 や か に 職 員 を 非 常 参 集 さ せ 、 情 報 の 収 集 ・ 連 絡 に 必 要 な 要 員 を 確

を 確 保 ・ 配 備 す る 。 保 ・ 配 備 す る 。

( 1 ) 設 置 基 準 ～ ( 6 )災 害 対 策 本 部 の 解 散 ( 1 ) 設 置 基 準 ～ ( 6 )災 害 対 策 本 部 の 解 散

（ 同 右 ） （ 略 ）

２ 防 災 関 係 機 関 等 へ の 通 報 ～ ６ 災 害 対 策 本 部 職 員 の 証 票 等 ２ 防 災 関 係 機 関 等 へ の 通 報 ～ ６ 災 害 対 策 本 部 職 員 の 証 票 等

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ５ 市 町 及 び 防 災 関 係 機 関 の 活 動 体 制 ～ 第 ７ 専 門 家 、 国 、 他 県 へ の 第 ５ 市 町 及 び 防 災 関 係 機 関 の 活 動 体 制 ～ 第 ７ 専 門 家 、 国 、 他 県 へ の

支 援 の 要 請 支 援 の 要 請

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ８ 防 災 業 務 関 係 者 の 安 全 確 保 第 ８ 防 災 業 務 関 係 者 の 安 全 確 保

１ 防 護 対 策 １ 防 護 対 策

（ 同 右 ） （ 略 ）

２ 防 災 業 務 関 係 者 の 被 ば く 管 理 ２ 防 災 業 務 関 係 者 の 被 ば く 管 理

( 1 ) 防 災 業 務 関 係 者 の 被 ば く 管 理 に つ い て は 、 次 の 指 標 を 基 準 と す る 。 ( 1 ) 防 災 業 務 関 係 者 の 被 ば く 管 理 に つ い て は 、 次 の 指 標 を 基 準 と す る 。

ア 防 災 関 係 者 の 被 ば く 線 量 は 、 実 効 線 量 で 5 年 間 に つ き 100 ｍ Ｓ ｖ か ア 防 災 関 係 者 の 被 ば く 線 量 は 、 実 効 線 量 で

つ 1 年 間 に つ き 50 ｍ Ｓ ｖ を 上 限 と す る 。 50 ｍ Ｓ ｖ を 上 限 と す る 。

イ （ 同 右 ） イ （ 略 ）

( 2 ) ～ ( 3 ) ( 2 ) ～ ( 3 )
（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ２ 節 情 報 の 収 集 ・ 連 絡 活 動 第 ２ 節 情 報 の 収 集 ・ 連 絡 活 動

第 １ 特 定 事 象 発 生 情 報 等 の 連 絡 第 １ 特 定 事 象 発 生 情 報 等 の 連 絡

原 子 力 発 電 所 の 原 子 力 防 災 管 理 者 は 、 防 災 業 務 計 画 に 基 づ き 、 特 定 事 原 子 力 発 電 所 の 原 子 力 防 災 管 理 者 は 、 防 災 業 務 計 画 に 基 づ き 、 特 定 事

象 を 発 見 し 又 は 発 見 の 通 報 を 受 け た 場 合 、 直 ち に 原 発 所 在 県 を は じ め 、 象 を 発 見 し 又 は 発 見 の 通 報 を 受 け た 場 合 、 15 分 以 内 を 目 途 と し て 、 原 発

官 邸 （ 内 閣 官 房 ）、 安 全 規 制 担 当 省 庁 、 内 閣 府 、 関 係 市 町 村 、 関 係 県 警 所 在 県 を は じ め 、 官 邸 （ 内 閣 官 房 ）、 安 全 規 制 担 当 省 庁 、 内 閣 府 、 関 係

察 本 部 、 関 係 市 町 村 の 消 防 本 部 、 原 子 力 防 災 専 門 官 等 に 、 文 書 を フ ァ ク 市 町 村 、 関 係 県 警 察 本 部 、 関 係 市 町 村 の 消 防 本 部 、 原 子 力 防 災 専 門 官 等

シ ミ リ で 送 付 す る こ と と さ れ て い る 。 に 、 文 書 を フ ァ ク シ ミ リ で 送 付 す る こ と と さ れ て い る 。

県 （ 県 民 生 活 部 ） は 、 近 隣 県 で 特 定 事 象 が 発 生 し た 場 合 、 原 子 力 発 電 県 （ 県 民 生 活 部 ） は 、 近 隣 県 で 特 定 事 象 が 発 生 し た 場 合 、 原 子 力 安 全

所 等 の 安 全 確 保 に 係 る 連 絡 体 制 等 に 関 す る 覚 書 等 に 基 づ き 、 原 子 力 事 業 協 定 等 に 基 づ き 、 原 子 力 事 業 者 か ら 緊 急 時 に お け る 連 絡 通 報 を 受 け る と

者 か ら 緊 急 時 に お け る 連 絡 通 報 を 受 け る と と も に 、 国 、 近 隣 県 等 に 対 し と も に 、 国 、 近 隣 県 等 に 対 し 情 報 の 提 供 を 求 め 又 は 必 要 に 応 じ て 職 員 を

情 報 の 提 供 を 求 め 又 は 必 要 に 応 じ て 職 員 を 派 遣 す る 等 、 自 ら 情 報 収 集 活 派 遣 す る 等 、 自 ら 情 報 収 集 活 動 を 実 施 し 、 事 故 の 状 況 、 そ の 他 県 内 へ の

動 を 実 施 し 、 事 故 の 状 況 、 そ の 他 県 内 へ の 影 響 の 把 握 に 努 め る 。 影 響 の 把 握 に 努 め る 。

第 ２ 応 急 対 策 活 動 情 報 の 連 絡 第 ２ 応 急 対 策 活 動 情 報 の 連 絡
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１ 特 定 事 象 発 生 後 の 応 急 対 策 活 動 情 報 、 被 害 情 報 等 の 連 絡 １ 特 定 事 象 発 生 後 の 応 急 対 策 活 動 情 報 、 被 害 情 報 等 の 連 絡

原 子 力 事 業 者 は 、 原 発 所 在 県 を は じ め 、 官 邸 （ 内 閣 官 房 ）、 安 全 規 制 原 子 力 事 業 者 は 、 原 発 所 在 県 を は じ め 、 官 邸 （ 内 閣 官 房 ）、 安 全 規 制

担 当 省 庁 、 内 閣 府 、 関 係 市 町 村 、 関 係 県 警 察 本 部 、 関 係 市 町 村 の 消 防 本 担 当 省 庁 、 内 閣 府 、 関 係 市 町 村 、 関 係 県 警 察 本 部 、 関 係 市 町 村 の 消 防 本

部 、 原 子 力 防 災 専 門 官 等 に 、 次 の 事 項 に つ い て 、 定 期 的 に 文 書 に よ り 連 部 、 原 子 力 防 災 専 門 官 等 に 、 次 の 事 項 に つ い て 、 定 期 的 に 文 書 に よ り 連

絡 を す る こ と と さ れ て い る 。 絡 を す る こ と と さ れ て い る 。

( 1 ) 施 設 の 状 況 ( 1 ) 施 設 の 状 況

( 2 ) 原 子 力 事 業 所 の 応 急 対 策 活 動 の 状 況 及 び 事 故 対 策 本 部 設 置 の 状 況 ( 2 ) 原 子 力 事 業 所 の 応 急 対 策 活 動 の 状 況 及 び 事 故 対 策 本 部 設 置 の 状 況

( 3 ) 被 害 の 状 況 等 ( 3 ) 被 害 の 状 況 等

県 （ 県 民 生 活 部 ） は 、 国 や 近 隣 県 、 原 子 力 事 業 者 等 か ら 入 手 し た 情 報 県 （ 県 民 生 活 部 ） は 、 国 や 近 隣 県 等 か ら 入 手 し た 情 報 を 、

を 、 市 町 ・ 消 防 機 関 等 に 対 し て 速 や か に 連 絡 す る と と も に 、 相 互 の 連 携 市 町 ・ 消 防 機 関 等 に 対 し て 速 や か に 連 絡 す る と と も に 、 相 互 の 連 携 を 密

を 密 に し 、 そ の 後 の 対 応 に 備 え る 。 に し 、 そ の 後 の 対 応 に 備 え る 。

２ 原 子 力 緊 急 事 態 宣 言 発 出 後 の 応 急 対 策 活 動 情 報 、 災 害 情 報 の 連 絡 ２ 原 子 力 緊 急 事 態 宣 言 発 出 後 の 応 急 対 策 活 動 情 報 、 災 害 情 報 の 連 絡

( 1 ) 要 員 の 確 保 ( 1 ) 要 員 の 確 保

県 （ 県 民 生 活 部 ・ そ の 他 各 部 局 ） 及 び 市 町 は 、 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に 県 （ 県 民 生 活 部 ・ そ の 他 各 部 局 ） 及 び 市 町 は 、 原 子 力 事 業 所 の 事 故 に

よ り 放 射 性 物 質 が 広 範 囲 に 拡 散 し 、 県 内 に お い て 屋 内 退 避 又 は 避 難 が 必 よ り 放 射 性 物 質 が 広 範 囲 に 拡 散 し 、 県 内 に お い て 屋 内 退 避 又 は 避 難 が 必

要 と な る お そ れ の あ る 場 合 、 速 や か に 職 員 を 非 常 参 集 さ せ 、 情 報 の 収 集 要 と な る お そ れ の あ る 場 合 、 速 や か に 職 員 を 非 常 参 集 さ せ 、 情 報 の 収 集

・ 連 絡 に 必 要 な 要 員 を 確 保 ・ 配 備 す る 。 ・ 連 絡 に 必 要 な 要 員 を 確 保 ・ 配 備 す る 。

( 2 ) 情 報 の 収 集 等 ( 2 ) 情 報 の 収 集 等

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ３ 原 子 力 災 害 合 同 対 策 協 議 会 へ の 職 員 派 遣 第 ３ 原 子 力 災 害 合 同 対 策 協 議 会 へ の 職 員 派 遣

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ３ 節 住 民 等 へ の 情 報 伝 達 第 ３ 節 住 民 等 へ の 情 報 伝 達

第 １ 住 民 等 へ の 情 報 伝 達 活 動 第 １ 住 民 等 へ の 情 報 伝 達 活 動

１ 県 民 等 に 対 す る 情 報 伝 達 １ 県 民 等 に 対 す る 情 報 伝 達

（ 同 右 ） （ 略 ）

２ 情 報 伝 達 の 内 容 等 ２ 情 報 伝 達 の 内 容 等

( 1 ) 情 報 伝 達 に 当 た っ て の 留 意 事 項 ( 1 ) 情 報 伝 達 に 当 た っ て の 留 意 事 項

（ 同 右 ） （ 同 右 ）

( 2 ) 避 難 行 動 要 支 援 者 へ の 配 慮 ( 2 ) 災 害 時 要 援 護 者 へ の 配 慮

県 （ 県 民 生 活 部 ・ そ の 他 各 部 局 ） 及 び 市 町 は 、 住 民 等 へ の 情 報 伝 達 に 県 （ 県 民 生 活 部 ・ そ の 他 各 部 局 ） 及 び 市 町 は 、 住 民 等 へ の 情 報 伝 達 に

当 た っ て は 、 一 人 暮 ら し の 高 齢 者 及 び 高 齢 者 の み の 世 帯 の 者 、 視 聴 覚 障 当 た っ て は 、 一 人 暮 ら し の 高 齢 者 及 び 高 齢 者 の み の 世 帯 の 者 、 視 聴 覚 障

害 者 、 外 国 人 （ 日 本 語 の 理 解 が 十 分 で な い 者 ） 等 の 情 報 伝 達 に お い て 困 害 者 、 日 本 語 に 不 慣 れ な 在 住 外 国 人 等 の 情 報 伝 達 に お い て 困 難 が 予 想 さ

難 が 予 想 さ れ る 避 難 行 動 要 支 援 者 に 配 慮 す る 。 れ る 災 害 時 要 援 護 者 に 配 慮 す る 。

( 3 ) 情 報 伝 達 内 容 ～ ( 5 ) 誤 情 報 の 拡 散 へ の 対 処 ( 3 ) 情 報 伝 達 内 容 ～ ( 5 ) 誤 情 報 の 拡 散 へ の 対 処

（ 同 右 ） （ 同 右 ）

第 ２ 住 民 等 か ら の 問 い 合 わ せ に 対 す る 対 応 第 ２ 住 民 等 か ら の 問 い 合 わ せ に 対 す る 対 応

（ 同 右 ） （ 同 右 ）

第 ４ 節 屋 内 退 避 ・ 避 難 誘 導 等 第 ４ 節 屋 内 退 避 ・ 避 難 誘 導 等

県 及 び 市 町 は 、 原 災 法 第 ２ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 原 子 力 災 害 県 及 び 市 町 は 、 原 災 法 第 ２ ０ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 原 子 力 災 害 対

対 策 本 部 長 の 指 示 等 に 基 づ き 、 屋 内 退 避 又 は 避 難 等 の 措 置 を 講 じ る 。 策 本 部 長 の 指 示 等 に 基 づ き 、 屋 内 退 避 又 は 避 難 等 の 措 置 を 講 じ る 。



- 17 -

第 １ 避 難 等 措 置 の 実 施 主 体 第 １ 避 難 等 措 置 の 実 施 主 体

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ２ 屋 内 退 避 、 避 難 等 の 実 施 第 ２ 屋 内 退 避 、 避 難 等 の 実 施

１ 住 民 等 に 対 す る 周 知 １ 住 民 等 に 対 す る 周 知

原 子 力 緊 急 事 態 に お け る 内 閣 総 理 大 臣 か ら の 指 示 が 近 隣 県 等 に あ っ た 原 子 力 緊 急 事 態 に お け る 内 閣 総 理 大 臣 か ら の 指 示 が 近 隣 県 等 に あ っ た

場 合 、 県 （ 県 民 生 活 部 ） 及 び 関 係 市 町 は 、 住 民 に 対 し て 情 報 提 供 を 行 う 。 場 合 、 県 （ 県 民 生 活 部 ） 及 び 関 係 市 町 は 、 住 民 に 対 し て 情 報 提 供 を 行 う 。

特 に 、 一 人 暮 ら し の 高 齢 者 及 び 高 齢 者 の み の 世 帯 の 者 、 視 聴 覚 障 害 者 、 特 に 、 一 人 暮 ら し の 高 齢 者 及 び 高 齢 者 の み の 世 帯 の 者 、 視 聴 覚 障 害 者 、

外 国 人 （ 日 本 語 の 理 解 が 十 分 で な い 者 ） 等 の 情 報 伝 達 に 困 難 が 予 想 さ れ 日 本 語 に 不 慣 れ な 在 住 外 国 人 等 の 情 報 伝 達 に 困 難 が 予 想 さ れ る 災 害 時 要

る 避 難 行 動 要 支 援 者 に 対 す る 周 知 方 法 に つ い て は 、 特 段 の 配 慮 を 行 う 。 援 護 者 に 対 す る 周 知 方 法 に つ い て は 、 特 段 の 配 慮 を 行 う 。

２ 避 難 誘 導 等 ２ 避 難 誘 導 等

( 1 ) 県 （ 県 民 生 活 部 ） は 、 Ｅ Ａ Ｌ 又 は Ｏ Ｉ Ｌ に 基 づ く 原 子 力 災 害 対 策 本 ( 1 ) 県 （ 県 民 生 活 部 ） は 、 原 子 力 災 害 対 策 本 部

部 長 の 指 示 、 そ の 他 住 民 の 安 全 確 保 の た め に 必 要 と 認 め た 場 合 、 市 町 に 長 の 指 示 、 そ の 他 住 民 の 安 全 確 保 の た め に 必 要 と 認 め た 場 合 、 市 町 に 対

対 し 、 住 民 に 対 す る 屋 内 退 避 又 は 避 難 の た め の 立 ち 退 き の 勧 告 若 し く は し 、 住 民 に 対 す る 屋 内 退 避 又 は 避 難 の た め の 立 ち 退 き の 勧 告 若 し く は 指

指 示 の 連 絡 等 必 要 な 緊 急 事 態 応 急 対 策 を 実 施 す る 。 示 の 連 絡 等 必 要 な 緊 急 事 態 応 急 対 策 を 実 施 す る 。

( 2 )（ 同 右 ） ( 2 ) （ 略 ）

( 3 )（ 同 右 ） ( 3 ) （ 略 ）

３ 避 難 状 況 の 確 認 ３ 避 難 状 況 の 確 認

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ３ 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服 用 等 第 ３ 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服 用 等

１ 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 配 布 １ 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 配 布

市 町 は 、 国 の 原 子 力 災 害 対 策 本 部 等 か ら 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服 用 の 指 示 が 市 町 は 、 国 の 原 子 力 災 害 対 策 本 部 か ら 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服 用 の 指 示 が

あ っ た 場 合 は 、（ 以 下 省 略 ） あ っ た 場 合 は 、（ 以 下 省 略 ）

２ 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服 用 指 示 ２ 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服 用 指 示

（ 同 右 ） （ 略 ）

※ 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 配 布 等 に つ い て は 、 原 子 力 規 制 委 員 会 に お い て Ｐ Ｐ Ａ

の 範 囲 等 を 検 討 中

第 ４ 避 難 所 の 開 設 、 運 営 第 ４ 避 難 所 の 開 設 、 運 営

１ 避 難 所 の 開 設 １ 避 難 所 の 開 設

（ 同 右 ） （ 略 ）

２ 避 難 所 の 管 理 ・ 運 営 ２ 避 難 所 の 管 理 ・ 運 営

( 1 ) 県 （ 県 民 生 活 部 ・ 保 健 福 祉 部 ） 及 び 市 町 は 、 各 避 難 所 の 管 理 ・ 運 営 ( 1 ) 県 （ 県 民 生 活 部 ・ 保 健 福 祉 部 ） 及 び 市 町 は 、 各 避 難 所 の 管 理 ・ 運 営

に 当 た り 、 避 難 所 に お け る 正 確 な 情 報 の 伝 達 、 食 料 、 水 等 の 配 布 、 衛 星 に 当 た り 、 避 難 所 に お け る 正 確 な 情 報 の 伝 達 、 食 料 、 水 等 の 配 布 、 清 掃

管 理 （ 清 掃 等 ） に つ い て 円 滑 に 実 施 す る た め 、 医 師 等 専 門 家 、 ボ ラ ン テ 等 に つ い て 円 滑 に 実 施 す る た め 、 医 師 等 専 門 家 、 ボ ラ ン テ ィ ア 、 避 難 者 、

ィ ア 、 避 難 者 、 住 民 、 自 主 防 災 組 織 等 の 協 力 が 得 ら れ る よ う 努 め る 。 住 民 、 自 主 防 災 組 織 等 の 協 力 が 得 ら れ る よ う 努 め る 。

( 2 ) ～ ( 3 ) （ 同 右 ） ( 2 ) ～ ( 3 ) （ 略 ）

３ 飲 食 物 、 生 活 必 需 品 等 の 供 給 ３ 飲 食 物 、 生 活 必 需 品 等 の 供 給

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ５ 県 外 か ら の 避 難 者 の 受 入 第 ５ 県 外 か ら の 避 難 者 の 受 入

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ６ 避 難 行 動 要 支 援 者 等 へ の 配 慮 第 ６ 災 害 時 要 援 護 者 等 へ の 配 慮
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県 （ 県 民 生 活 部 ・ 保 健 福 祉 部 ・ 産 業 労 働 観 光 部 ） 及 び 市 町 は 、 避 難 誘 県 （ 県 民 生 活 部 ・ 保 健 福 祉 部 ・ 産 業 労 働 観 光 部 ） 及 び 市 町 は 、 避 難 誘

導 、 避 難 所 で の 生 活 に 関 し て 、 高 齢 者 、 介 護 保 険 に お け る 要 介 護 ・ 要 支 導 、 避 難 所 で の 生 活 に 関 し て 、 高 齢 者 、 介 護 保 険 に お け る 要 介 護 ・ 要 支

援 認 定 者 、 障 害 者 、 妊 産 婦 、 乳 幼 児 、 難 病 患 者 、 透 析 患 者 、 外 国 人 （ 日 援 認 定 者 、 障 害 者 、 妊 産 婦 、 乳 幼 児 、 難 病 患 者 、 透 析 患 者 、 日 本 語 に 不

本 語 の 理 解 が 十 分 で な い 者 ） 等 の 避 難 行 動 要 支 援 者 、 愛 が ん 動 物 同 伴 者 慣 れ な 在 住 外 国 人 等 の 災 害 時 要 援 護 者 、 愛 が ん 動 物 同 伴 者 に 十 分 配 慮 す

に 十 分 配 慮 す る 。 特 に 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 避 難 所 で の 健 康 状 態 の 把 握 る 。 特 に 、 災 害 時 要 援 護 者 の 避 難 所 で の 健 康 状 態 の 把 握 等 に 努 め る 。

等 に 努 め る 。 ま た 、 災 害 時 要 援 護 者 の 避 難 所 生 活 に お け る ニ ー ズ を 適 切 に 把 握 し 、

ま た 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 避 難 所 生 活 に お け る ニ ー ズ を 適 切 に 把 握 し 、 粉 ミ ル ク や 哺 乳 び ん 、 紙 お む つ 等 の 生 活 必 需 品 、 医 薬 品 、 人 工 呼 吸 器 等

粉 ミ ル ク や 哺 乳 び ん 、 紙 お む つ 等 の 生 活 必 需 品 、 医 薬 品 、 人 工 呼 吸 器 等 の 非 常 用 電 源 、 介 護 用 品 等 の 調 達 、 ホ ー ム ヘ ル パ ー や 手 話 通 訳 者 等 の 供

の 非 常 用 電 源 、 介 護 用 品 等 の 調 達 、 ホ ー ム ヘ ル パ ー や 手 話 通 訳 者 等 の 派 給 な ど 、 円 滑 な 生 活 支 援 を 行 う 。

遣 な ど 、 円 滑 な 生 活 支 援 を 行 う 。 第 ５ 節 モ ニ タ リ ン グ 活 動

第 ５ 節 モ ニ タ リ ン グ 活 動 第 １ 緊 急 時 通 報 後 の 連 絡 を 受 け た 場 合 の 対 応

第 １ 緊 急 時 通 報 後 の 連 絡 を 受 け た 場 合 の 対 応 （ 略 ）

（ 同 右 ） 第 ２ 特 定 事 象 発 生 の 通 報 を 受 け た 場 合 の 対 応

第 ２ 特 定 事 象 発 生 の 通 報 を 受 け た 場 合 の 対 応 県 （ 県 民 生 活 部 ・ 環 境 森 林 部 ） は 、 県 内 に お け る 影 響 を 把 握 す る た め 、

県 （ 県 民 生 活 部 ・ 環 境 森 林 部 ） は 、 県 内 に お け る 影 響 を 把 握 す る た め 、 平 常 時 の モ ニ タ リ ン グ を 強 化 し 、 そ の 結 果 を と り ま と め る と と も に 、 関

平 常 時 の モ ニ タ リ ン グ を 強 化 し 、 そ の 結 果 を と り ま と め る と と も に 、 関 係 市 等 に 必 要 に 応 じ 連 絡 す る 。（ 以 下 省 略 ）

係 市 町 等 に 必 要 に 応 じ 連 絡 す る 。（ 以 下 省 略 ） 第 ３ 原 子 力 緊 急 事 態 宣 言 発 出 後 の 対 応

第 ３ 原 子 力 緊 急 事 態 宣 言 発 出 後 の 対 応 ( 1 ) 県 （ 環 境 森 林 部 ） は 、 県 内 に お け る 放 射 性 物 質 又 は 放 射 線 に 関 す る

( 1 ) 県 （ 環 境 森 林 部 ） は 、 県 内 に お け る 放 射 性 物 質 又 は 放 射 線 に 関 す る 情 報 を 得 る た め 、 モ ニ タ リ ン グ 計 画 に 基 づ き 、 環 境 モ ニ タ リ ン グ 等 を 行

情 報 を 得 る た め 、 モ ニ タ リ ン グ 計 画 に 基 づ き 、 環 境 モ ニ タ リ ン グ 等 を 行 う 。 実 施 後 は 関 係 機 関 か ら の 情 報 を 含 め 、 結 果 を と り ま と め る と と も に 、

う 。 実 施 後 は 関 係 機 関 か ら の 情 報 を 含 め 、 結 果 を と り ま と め る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 、 市 町 、 関 係 機 関 等 に 連 絡 す る 。

必 要 に 応 じ て 、 市 町 、 関 係 機 関 等 に 連 絡 す る 。 ( 2 ) 県 （ 環 境 森 林 部 ） は 、 緊 急 時 の 環 境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ の 実 施 に 当

( 2 ) 県 （ 環 境 森 林 部 ） は 、 緊 急 時 の 環 境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ の 実 施 に 当 た っ て は 、 防 災 指 針 等 を 踏 ま え て 、 要 員 の 被 ば く 管 理 に 十 分 留 意 す る 。

た っ て は 、 対 策 指 針 等 を 踏 ま え て 、 要 員 の 被 ば く 管 理 に 十 分 留 意 す る 。

第 ６ 節 医 療 救 護 活 動 等 第 ６ 節 医 療 救 護 活 動 等

第 １ 住 民 等 を 対 象 と す る 健 康 相 談 等 の 実 施 第 １ 住 民 等 を 対 象 と す る 健 康 相 談 等 の 実 施

１ 避 難 者 等 に 対 す る 健 康 相 談 等 の 実 施 １ 避 難 者 等 に 対 す る 健 康 相 談 等 の 実 施

県 （ 保 健 福 祉 部 ） は 、 市 町 や 国 等 と 連 携 し 、 避 難 所 、 救 護 所 等 に お い 県 （ 保 健 福 祉 部 ） は 、 市 町 や 国 等 と 連 携 し 、 避 難 所 、 救 護 所 等 に お い

て 、 災 害 対 応 の 段 階 や 対 象 区 域 等 に 応 じ て 、 避 難 者 等 を 対 象 と し た 健 康 て 、 災 害 対 応 の 段 階 や 対 象 区 域 等 に 応 じ て 、 避 難 者 等 を 対 象 と し た 健 康

相 談 （ 原 子 力 災 害 発 生 直 後 か ら 避 難 所 等 ま で の 行 動 状 況 や 健 康 状 態 の 把 相 談 （ 原 子 力 災 害 発 生 直 後 か ら 避 難 所 等 ま で の 行 動 状 況 や 健 康 状 態 の 把

握 ） を 実 施 す る 。 ま た 、 必 要 に 応 じ て 、 放 射 性 物 質 に よ る 表 面 汚 染 に 関 握 ） を 実 施 す る 。 ま た 、 必 要 に 応 じ て 、 放 射 性 物 質 に よ る 表 面 汚 染 に 関

す る 検 査 (放 射 線 サ ー ベ イ 検 査 )を 実 施 す る 。 す る 検 査 を 実 施 す る 。

２ 相 談 窓 口 の 設 置 ２ 相 談 窓 口 の 設 置

（ 同 右 ） （ 略 ）
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第 ２ 被 災 者 を 対 象 と す る 医 療 救 護 活 動 の 実 施 第 ２ 被 災 者 を 対 象 と す る 医 療 救 護 活 動 の 実 施

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ７ 節 農 林 水 産 物 ・ 加 工 食 品 等 の 安 全 性 の 確 保 第 ７ 節 農 林 水 産 物 ・ 加 工 食 品 等 の 安 全 性 の 確 保

第 １ 食 品 等 の 安 全 性 の 確 認 第 １ 食 品 等 の 安 全 性 の 確 認

原 子 力 災 害 が 発 生 し た 場 合 、 県 （ 環 境 森 林 部 ・ 保 健 福 祉 部 ・ 産 業 労 働 原 子 力 災 害 が 発 生 し た 場 合 、 県 （ 環 境 森 林 部 ・ 保 健 福 祉 部 ・ 産 業 労 働

観 光 部 ・ 農 政 部 ） は 、 農 林 水 産 物 や 加 工 食 品 等 の 安 全 性 を 把 握 し 、 出 荷 観 光 部 ・ 農 政 部 ） は 、 農 林 水 産 物 や 加 工 食 品 等 の 安 全 性 を 把 握 し 、 出 荷

自 粛 要 請 の 要 否 を 判 断 す る た め 、 モ ニ タ リ ン グ 実 施 計 画 等 に 基 づ き 、 速 自 粛 要 請 の 要 否 を 判 断 す る た め 、 モ ニ タ リ ン グ 実 施 計 画 等 に 基 づ き 、 速

や か に 放 射 性 物 質 に 係 る モ ニ タ リ ン グ 検 査 を 実 施 す る ほ か 、 加 工 食 品 等 や か に 放 射 性 物 質 に 係 る モ ニ タ リ ン グ 検 査 を 実 施 す る ほ か 、 加 工 食 品 等

に つ い て は 、 製 造 業 者 の 依 頼 に 基 づ き 、 放 射 性 物 質 の 測 定 を 実 施 す る 。 に つ い て は 、 製 造 業 者 の 依 頼 に 基 づ き 、 放 射 性 物 質 の 測 定 を 実 施 す る 。

ま た 、 飲 食 物 の 摂 取 制 限 の 実 施 に 当 た っ て は 、 国 の 緊 急 時 モ ニ タ リ ン

グ 結 果 等 の 情 報 を 集 約 す る 原 子 力 規 制 委 員 会 は 、 ま ず 飲 食 物 中 の 放 射 性

核 種 濃 度 の 測 定 を 行 う べ き 地 域 に つ い て 、 次 に 、 当 該 地 域 に お け る 測 定

結 果 に 基 づ く 摂 取 制 限 の 内 容 に つ い て 、 原 子 力 災 害 対 策 本 部 を 通 じ て 、

地 方 公 共 団 体 に 伝 達 し 、 こ れ ら の 地 方 公 共 団 体 が 住 民 等 へ 周 知 し な け れ

ば な ら な い と さ れ て い る 。

な お 、 緊 急 時 の 暫 定 規 制 値 等 が 設 定 さ れ た 場 合 は 、 そ の 基 準 等 に 基 づ な お 、 緊 急 時 の 暫 定 規 制 値 等 が 設 定 さ れ た 場 合 は 、 そ の 基 準 等 に 基 づ き

き 対 応 す る 。 対 応 す る 。

※ UPZ 外 に お け る 国 、 地 方 自 治 体 の 役 割 分 担 等 に つ い て は 、 原 子 力 規 制

委 員 会 に お い て 検 討 中 の た め 、 対 策 指 針 の 見 直 し 後 記 載 予 定 。
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□ 食 品 中 の 放 射 性 物 質 の 基 準 値 □ 食 品 中 の 放 射 性 物 質 の 基 準 値

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ２ 食 品 等 の 出 荷 自 粛 要 請 及 び 解 除 等 第 ２ 食 品 等 の 出 荷 自 粛 要 請 及 び 解 除

モ ニ タ リ ン グ 検 査 等 の 結 果 、 国 が 定 め る 基 準 値 等 を 超 過 し た 場 合 、 県 モ ニ タ リ ン グ 検 査 等 の 結 果 、 国 が 定 め る 基 準 値 等 を 超 過 し た 場 合 、 県

（ 環 境 森 林 部 ・ 保 健 福 祉 部 ・ 農 政 部 ） は 、 速 や か に 関 係 団 体 や 市 町 等 を （ 環 境 森 林 部 ・ 保 健 福 祉 部 ・ 農 政 部 ） は 、 速 や か に 関 係 団 体 や 市 町 等 を

通 じ て 生 産 者 等 へ 出 荷 自 粛 を 要 請 す る と と も に 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 通 じ て 生 産 者 等 へ 出 荷 自 粛 を 要 請 す る と と も に 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲

載 や テ レ ビ 、 ラ ジ オ 、 新 聞 等 に よ る 報 道 要 請 な ど 、 様 々 な 手 段 を 使 っ て 載 や テ レ ビ 、 ラ ジ オ 、 新 聞 等 に よ る 報 道 要 請 な ど 、 様 々 な 手 段 を 使 っ て

県 民 に 対 し 広 く 周 知 す る 。 県 民 に 対 し 広 く 周 知 す る 。

ま た 、 基 準 値 を 超 過 し た 牧 草 等 が 確 認 さ れ た 場 合 は 、 関 係 団 体 や 市 町 ま た 、 基 準 値 を 超 過 し た 牧 草 等 が 確 認 さ れ た 場 合 は 、 関 係 団 体 や 市 町

等 を 通 じ て 生 産 者 等 へ 給 与 自 粛 を 要 請 す る と と も に 、 給 与 さ れ た 疑 い の 等 を 通 じ て 生 産 者 等 へ 給 与 自 粛 を 要 請 す る と と も に 、 給 与 さ れ た 疑 い の

あ る 家 畜 の 生 産 物 に つ い て は 安 全 で あ る こ と が 確 認 さ れ る ま で の 間 、 出 あ る 家 畜 の 生 産 物 に つ い て は 安 全 で あ る こ と が 確 認 さ れ る ま で の 間 、 出

荷 自 粛 を 要 請 す る 。 荷 自 粛 を 要 請 す る 。

国 か ら 出 荷 制 限 の 指 示 が あ っ た 場 合 は 、 速 や か に 関 係 市 町 及 び 関 係 事

業 者 に 要 請 す る と と も に 、 県 民 に 対 し 広 く 周 知 す る 。

出 荷 自 粛 要 請 後 の モ ニ タ リ ン グ 検 査 結 果 が 国 の 示 す 解 除 ル ー ル に 適 合 出 荷 自 粛 要 請 後 の モ ニ タ リ ン グ 検 査 結 果 が 国 の 示 す 解 除 ル ー ル に 適 合

す る 場 合 、 県 （ 環 境 森 林 部 ・ 保 健 福 祉 部 ・ 農 政 部 ） は 、 国 と 解 除 計 画 に す る 場 合 、 県 （ 環 境 森 林 部 ・ 保 健 福 祉 部 ・ 農 政 部 ） は 、 国 と 解 除 計 画 に

つ い て 協 議 し 、 国 の 指 示 を 受 け て 出 荷 自 粛 等 を 解 除 す る 。 併 せ て 生 産 者 つ い て 協 議 し 、 国 の 指 示 を 受 け て 出 荷 自 粛 等 を 解 除 す る 。 併 せ て 生 産 者

及 び 県 民 等 へ も 広 く 周 知 す る 。 及 び 県 民 等 へ も 広 く 周 知 す る 。

第 ３ 飲 料 水 の 安 全 対 策 の 実 施 第 ３ 飲 料 水 の 安 全 対 策 の 実 施

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ４ 食 品 等 の 供 給 第 ４ 食 品 等 の 供 給

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ８ 節 児 童 生 徒 等 の 安 全 対 策 第 ８ 節 児 童 生 徒 等 の 安 全 対 策

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ９ 節 緊 急 輸 送 活 動 第 ９ 節 緊 急 輸 送 活 動

第 １ 緊 急 輸 送 活 動 第 １ 緊 急 輸 送 活 動

１ 緊 急 輸 送 の 範 囲 １ 緊 急 輸 送 の 範 囲

緊 急 輸 送 の 範 囲 は 、 次 の と お り と す る 。 緊 急 輸 送 の 範 囲 は 、 次 の と お り と す る 。

① （ 同 右 ） ① （ 略 ）

② 避 難 行 動 要 支 援 者 を 中 心 と し た 避 難 者 等 ② 災 害 時 要 援 護 者 を 中 心 と し た 避 難 者 等

③ （ 同 右 ） ③ （ 略 ）

④ （ 同 右 ） ④ （ 略 ）

⑤ （ 同 右 ） ⑤ （ 略 ）

２ 緊 急 輸 送 体 制 の 確 立 ２ 緊 急 輸 送 体 制 の 確 立

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ２ 緊 急 輸 送 の た め の 交 通 確 保 第 ２ 緊 急 輸 送 の た め の 交 通 確 保

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ４ 章 復 旧 ・ 復 興 第 ４ 章 復 旧 ・ 復 興

第 １ 住 民 へ の 対 応 第 １ 住 民 へ の 対 応

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ２ 健 康 影 響 調 査 第 ２ 健 康 影 響 調 査

１ 調 査 の 検 討 ～ ３ メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 １ 調 査 の 検 討 ～ ３ メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策
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（ 同 右 ） （ 略 ）

４ 飲 料 水 ・ 食 品 の 安 全 確 認 ４ 飲 料 水 ・ 食 品 の 安 全 確 認

県 （県民生活部・保健福祉部・その他各部局）は 、 防 護 対 策 を 実 施 す べ き 区 域 の 指 県 （県民生活部・保健福祉部・その他各部局）は 、 防 護 対 策 を 実 施 す べ き 区 域 の 指

定 及 び 飲 食 物 等 の 摂 取 制 限 に 関 す る 措 置 を 解 除 し た 後 に お い て も 、 必 要 定 及 び 飲 食 物 等 の 摂 取 制 限 に 関 す る 措 置 を 解 除 し た 後 に お い て も 、 必 要

に 応 じ て 、 飲 料 水 及 び 食 品 の 放 射 性 物 質 検 査 を 実 施 し 、 そ の 安 全 性 を 確 に 応 じ て 、 飲 料 水 及 び 食 品 の 放 射 性 物 質 検 査 を 実 施 し 、 そ の 安 全 性 を 確

認 す る 。 認 す る 。

第 ３ 学 校 等 に お け る 対 策 第 ３ 学 校 等 に お け る 対 策

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ２ 節 風 評 被 害 対 策 ～ 第 ４ 節 損 害 賠 償 第 ２ 節 風 評 被 害 対 策 ～ 第 ４ 節 損 害 賠 償

（ 同 右 ） （ 略 ）

第 ５ 節 各 種 制 限 の 解 除 第 ５ 節 各 種 制 限 の 解 除

第 １ 状 況 の 把 握 及 び 解 除 の 指 示 第 １ 状 況 の 把 握 及 び 解 除 の 指 示

県 （ 県 民 生 活 部 ・ そ の 他 各 部 局 ） は 、 緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ 等 に よ る 調 県 （ 県 民 生 活 部 ・ そ の 他 各 部 局 ） は 、 緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ 等 に よ る 調

査 、 国 が 派 遣 す る 専 門 家 、 原 子 力 規 制 委 員 会 緊 急 事 態 応 急 対 策 委 員 等 の 査 、 国 が 派 遣 す る 専 門 家 、 原 子 力 安 全 委 員 会 緊 急 事 態 応 急 対 策 調 査 委 員

判 断 、 国 の 指 導 ・ 助 言 及 び 指 示 に 基 づ き 、 原 子 力 災 害 応 急 対 策 と し て 実 等 の 判 断 等 を 踏 ま え て 、原 子 力 災 害 応 急 対 策 と し て 実 施 さ れ た 立 入 制 限 、

施 さ れ た 立 入 制 限 、 交 通 規 制 、 飲 料 水 ・ 飲 食 物 の 摂 取 制 限 及 び 農 林 畜 水 交 通 規 制 、 飲 料 水 ・ 飲 食 物 の 摂 取 制 限 及 び 農 林 畜 水 産 物 の 採 取 ・ 出

産 物 の 採 取 の 注 意 喚 起 ・ 出 荷 制 限 等 の 各 種 制 限 措 置 の 解 除 を 市 町 、 防 災 荷 制 限 等 の 各 種 制 限 措 置 の 解 除 を 市 町 、 防 災 関 係 機 関 に 指 示 す る と と も

関 係 機 関 等 に 指 示 す る と と も に 、 解 除 の 実 施 状 況 を 把 握 す る 。 に 、 解 除 の 実 施 状 況 を 把 握 す る 。

市 町 は 、 県 と 連 携 を 図 り 、 緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ 等 に よ る 調 査 、 国 が 派 市 町 は 、 緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ 等 に よ る 調 査 、 国 が 派 遣 す

遣 す る 専 門 家 、 原 子 力 規 制 委 員 会 緊 急 事 態 応 急 対 策 委 員 等 の 判 断 、 国 の る 専 門 家 、 原 子 力 安 全 委 員 会 緊 急 事 態 応 急 対 策 調 査 委 員 の 判 断 又 は 県 か

指 導 ・ 助 言 及 び 指 示 に 基 づ き 、 原 子 力 災 害 応 急 対 策 と し て 実 施 さ れ た 、 ら の 指 示 等 を 踏 ま え て 、 関 係 機 関 に 解 除 を 指 示 す る と と も に 、 実 施 状 況

立 入 制 限 、 交 通 規 制 、 飲 食 物 の 出 荷 制 限 、 摂 取 制 限 等 各 種 制 限 措 置 の 解 を 把 握 す る 。

除 を 行 う と と も に 、 解 除 実 施 状 況 を 確 認 す る も の と す る 。



- 22 -



- 23 -



- 24 -



- 25 -

用 語 集 用 語 集

用 語 説 明 用 語 説 明

Ｅ Ａ Ｌ 緊 急 時 活 動 レ ベ ル （ Emergency Action Level）。 緊 急 事 態 区 分 Ｅ Ａ Ｌ 緊 急 時 対 応 レ ベ ル （ Emergency Action Level）。 緊 急 事 態 の 深

に 該 当 す る 状 況 で あ る か 否 か を 原 子 力 事 業 者 が 判 断 す 刻 さ を 検 知 し 、 緊 急 事 態 区 分 を 定 め る た め に 用 い ら れ る

る た め の 基 準 と し て 、 原 子 力 施 設 に お け る 深 層 防 護 を 特 有 の 事 前 に 定 め ら れ た 観 測 可 能 な 基 準 と 施 設 の 状 態 。

構 成 す る 各 層 設 備 の 状 態 、 放 射 性 物 質 の 閉 じ 込 め 機 能

の 状 態 、 外 的 事 象 の 発 生 等 の 原 子 力 施 設 の 状 態 等 に 基

づ き 設 定 さ れ た 。 各 発 電 用 原 子 炉 の 特 性 及 び 立 地 地 域

の 状 況 に 応 じ た Ｅ Ａ Ｌ の 設 定 に つ い て は 、 原 子 力 規 制

委 員 会 が 示 す Ｅ Ａ Ｌ の 枠 組 み に 基 づ き 原 子 力 事 業 者 が

行 う 。

Ｏ Ｉ Ｌ 運 用 上 の 介 入 レ ベ ル （ Operational Intervention Level）。 防 護 措 Ｏ Ｉ Ｌ 運 用 上 の 介 入 レ ベ ル （ Operational Intervention Level）。 防 護 措 置

置 の 実 施 を 判 断 す る 基 準 と し て 、 空 間 放 射 線 量 率 や 環 境 導 入 の 判 断 に 用 い ら れ る 測 定 器 に よ る 測 定 値 、 分 析 結 果

試 料 中 の 放 射 性 物 質 の 濃 度 等 の 原 則 計 測 可 能 な 値 で 表 さ や 計 算 よ り 求 め た レ ベ ル 。 一 般 的 基 準 は 、 線 量 で 表 現 さ

れ た 。 れ て い る こ と か ら 、 迅 速 な 判 断 を 必 要 と す る 状 況 に お い

緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ の 結 果 を Ｏ Ｉ Ｌ に 照 ら し て 、 防 護 て は 、 必 ず し も 有 用 と は 限 ら な い 。 こ の た め 、 緊 急 時 に

措 置 の 実 施 範 囲 を 定 め る な ど の 具 体 的 手 順 を あ ら か じ め お け る 意 思 決 定 を 行 う た め の 指 標 と し て は 、 計 測 可 能 な

決 め て お く 必 要 が あ る 。 判 断 基 準 を 策 定 す る こ と が 必 要 で あ る 。 OIL は 、 こ の よ

う な 考 え 方 か ら 設 定 さ れ る も の 。 初 期 段 階 以 降 で は 、 環

境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 等 の 結 果 を 踏 ま え 、 OIL に 基 づ き

屋 内 退 避 、 避 難 、 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 予 防 服 用 等 の 措 置 を 行

う 。

確 定 的 影 響 放 射 線 に よ る 重 篤 度 が 線 量 の 大 き さ と と も に 増 大 し 、

影 響 の 現 れ な い し き い 線 量 が 存 在 す る と 考 え ら れ て い

る 影 響 を い う 。 し き い 線 量 を 超 え た 場 合 に 影 響 が 現 れ 、

線 量 の 増 加 と と も に 影 響 の 発 生 確 率 が 急 激 に 増 加 し 、

影 響 の 程 度 （ 重 篤 度 ） も 増 加 す る 。 あ る 線 量 に 達 す る

と 被 ば く し た す べ て の 人 に 影 響 が 現 れ る 。 が ん 及 び 遺

伝 的 影 響 以 外 の 影 響 は す べ て こ れ に 区 分 さ れ 、 皮 ふ 障

害 、 白 内 障 、 組 織 障 害 、 個 体 死 等 が あ る 。 こ れ を 防 止

す る た め に は 、 線 量 当 量 限 度 を 十 分 低 い 値 に 設 定 し 、

生 涯 の 全 期 間 あ る い は 全 就 労 期 間 の 後 で も し き い 値 に

達 し な い よ う に す る こ と が 必 要 で あ る 。

確 率 的 影 響 放 射 線 に よ る 影 響 の 起 こ る 確 率 が 線 量 の 関 数 と な っ

て い て 、 し き い 線 量 が 存 在 し な い と 仮 定 さ れ て い る 影

響 。 確 率 的 影 響 と し て は 、 が ん と 遺 伝 的 影 響 力 が あ る 。

こ れ を 防 ぐ に は 、 個 人 に 対 し て は 適 切 な 線 量 当 量 限 度
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を 超 え な い こ と 、 期 間 に 対 し て は 、 正 当 で あ る と さ れ

る 被 ば く を 、 経 済 的 及 び 社 会 的 要 因 を 考 慮 に 入 れ な が

ら 合 理 的 に 達 成 可 能 な 限 り 低 く 保 つ （ Ａ Ｌ Ａ Ｒ Ａ ） こ

と が 必 要 と さ れ て い る 。 放 射 線 防 護 上 は 、 低 い 被 ば く

線 量 の 範 囲 内 で は 線 量 と 影 響 の 起 こ る 確 率 の 間 に 比 例

関 係 が 存 在 す る と 仮 定 し て い る 。

原 子 力 防 災 当 該 原 子 力 事 業 所 の 原 子 力 防 災 原 子 力 防 災 原 子 力 防 災 管 理 者 は 当 該 原 子 力 事 業 所 の 原 子 力 防 災 業

管 理 者 業 務 を 統 括 ・ 管 理 す る 最 高 責 任 者 で あ り 、 原 災 法 で は 管 理 者 務 を 統 括 ・ 管 理 す る 最 高 責 任 者 で あ り 、 原 災 法 で は 事 業

事 業 所 ご と に 原 子 力 防 災 管 理 者 を 選 任 す る よ う 義 務 付 所 ご と に 原 子 力 防 災 管 理 者 を 選 任 す る よ う 義 務 付 け て い

け て い る 。 当 該 原 子 力 事 業 所 の 原 子 力 防 災 組 織 を 統 括 る 。当 該 原 子 力 事 業 所 の 原 子 力 防 災 組 織 を 統 括 ・ 管 理 し 、

・ 管 理 し 、 異 常 事 態 が 発 生 し た と き の 通 報 、 原 子 力 防 異 常 事 態 が 発 生 し た と き の 通 報 、原 子 力 防 災 要 員 の 呼 集 、

災 要 員 の 呼 集 、 応 急 措 置 の 実 施 、 放 射 線 防 護 器 具 ・ 非 応 急 措 置 の 実 施 、 放 射 線 防 護 器 具 ・ 非 常 用 通 信 そ の 他 の

常 用 通 信 そ の 他 の 資 機 材 の 配 置 と 保 守 点 検 、 原 子 力 防 資 機 材 の 配 置 と 保 守 点 検 、 原 子 力 防 災 訓 練 、 原 子 力 防 災

災 訓 練 、 原 子 力 防 災 要 員 に 対 す る 防 災 教 育 な ど が 職 務 要 員 に 対 す る 防 災 教 育 な ど が 職 務 で あ る 。

で あ る 。

サーベイ サーベイメータの検出器を用いて、人体及び対象物表面及び対象

空間などを走査（スキャンニング）することにより、放射性物質の

表面密度、放射線量や放射線量率、放射性物質の濃度を調査（測定）

し、スクリーニングや防護対策範囲の把握などを行うこと。

Ｐ Ａ Ｚ 予 防 的 防 護 措 置 を 準 備 す る 区 域 （ Precautionary Action Ｐ Ａ Ｚ Ｐ Ａ Ｚ （ 予 防 的 防 護 措 置 を 準 備 す る 区 域 :Precautionary
Zone）。 Ｐ Ａ Ｚ と は 、 急 速 に 進 展 す る 事 故 に お い て も 放 Action Zone） 重 篤 な 確 定 的 影 響 の リ ス ク を 低 減 す る た め 緊

射 線 被 ば く に よ る 確 定 的 影 響 等 を 回 避 す る た め 、 先 述 急 防 護 措 置 を 取 る た め の 準 備 を 行 っ て お く べ き 施 設 周 辺

の Ｅ Ａ Ｌ に 応 じ て 、 即 時 避 難 を 実 施 す る 等 、 放 射 性 物 の 地 域 。 こ の 地 域 の 防 護 措 置 は 施 設 の 状 況 の 判 断 の 下 に

質 の 環 境 へ の 放 出 前 の 段 階 か ら 予 防 的 に 防 護 措 置 を 準 放 射 性 物 質 の 放 出 前 に 、 あ る い は 放 出 直 後 に 実 施 さ れ る

備 す る 区 域 の こ と を 指 す 。 Ｐ Ａ Ｚ の 具 体 的 な 範 囲 に つ こ と と な る 。 IAEA の 国 際 基 準 に お い て 、 PAZ は 3 ～ 5 ㎞ （ 5
い て は 、 Ｉ Ａ Ｅ Ａ の 国 際 基 準 に お い て 、 Ｐ Ａ Ｚ の 最 大 ㎞ が 推 奨 ） と し て い る こ と を 踏 ま え 、 こ の 区 域 の 範 囲 の

半 径 を 原 子 力 施 設 か ら ３ ～ ５ ｋ ｍ の 間 で 設 定 す る こ と め や す を 「 概 ね 5 ㎞ 」 と す る 。

（ ５ ｋ ｍ を 推 奨 ） と さ れ て い る こ と 等 を 踏 ま え 、「 原 子

力 施 設 か ら 概 ね 半 径 ５ ｋ ｍ 」 を 目 安 と す る 。

Ｐ Ｐ Ａ プ ル ー ム 通 過 時 の 被 ば く を 避 け る た め の 防 護 措 置 を Ｐ Ｐ Ａ プ ル ー ム 通 過 時 の 被 ば く を 避 け る た め の 防 護 措 置 を 実

実 施 す る 地 域 （ Plume Protection Planning Area）。 Ｕ Ｐ Ｚ 外 に お い 施 す る 地 域 （ Plume Protection Planning Area）。 東 京 電 力 福 島 第 一

て も 、 プ ル ー ム 通 過 時 に は 放 射 性 ヨ ウ 素 の 吸 入 に よ る 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に お い て は 、 放 射 性 物 質 を 含 ん だ プ

甲 状 腺 被 ば く 等 の 影 響 も あ る こ と が 想 定 さ れ る 。 つ ま ル ー ム （ 気 体 状 あ る い は 粒 子 状 の 物 質 を 含 ん だ 空 気 の 一

り 、 Ｕ Ｐ Ｚ の 目 安 で あ る ３ ０ ｋ ｍ の 範 囲 外 で あ っ て も 、 団 ） が 広 範 囲 に 拡 散 し た 。 UPZ の 外 に お い て も 、 事 故 発

そ の 周 辺 を 中 心 に 防 護 措 置 が 必 要 と な る 場 合 が あ る 。 生 時 の 初 期 段 階 で は 放 出 さ れ た 放 射 性 核 種 の う ち プ ル ー

プ ル ー ム 通 過 時 の 防 護 措 置 と し て は 、 放 射 性 物 質 の ム 通 過 時 の 放 射 性 ヨ ウ 素 の 吸 入 に よ る 甲 状 腺 被 ば く の 影

吸 引 等 を 避 け る た め の 屋 内 退 避 や 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服 用 響 が 想 定 さ れ る 。プ ル ー ム に よ る 甲 状 腺 被 ば く の 影 響 は 、

な ど 、 状 況 に 応 じ た 追 加 の 防 護 措 置 を 講 じ る 必 要 が 生 屋 内 に 退 避 す る こ と に よ り 相 当 程 度 低 減 す る こ と か ら 、

http://www.bousai.ne.jp/vis/bousai_kensyu/glossary/su03.html
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じ る 場 合 も あ る 。 ま た 、 プ ル ー ム に つ い て は 、 空 間 放 こ の 場 合 の 防 護 措 置 は 、 自 宅 内 へ の 屋 内 退 避 が 中 心 に な

射 線 量 率 の 測 定 だ け で は 通 過 時 し か 把 握 で き ず 、 そ の る と 考 え ら れ る 。 ま た 、 必 要 に 応 じ て 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服

到 達 以 前 に 防 護 措 置 を 講 じ る こ と は 困 難 で あ る 。 こ の 用 も 考 慮 す る 必 要 が あ る 。

た め 、 放 射 性 物 質 が 放 出 さ れ る 前 に 原 子 力 施 設 の 状 況

に 応 じ て 、 Ｕ Ｐ Ｚ 外 に お い て も 防 護 措 置 の 実 施 の 準 備

が 必 要 と な る 場 合 が あ る 。

以 上 を 踏 ま え て 、 Ｐ Ｐ Ａ の 具 体 的 な 範 囲 及 び 必 要 と

さ れ る 防 護 措 置 の 実 施 の 判 断 の 考 え 方 に つ い て は 、 今

後 、 原 子 力 規 制 委 員 会 に お い て 、 国 際 的 議 論 の 経 過 を

踏 ま え つ つ 検 討 さ れ る こ と と な っ て い る 。

Ｕ Ｐ Ｚ 緊 急 時 防 護 措 置 を 準 備 す る 区 域 （ Urgent Protective action Ｕ Ｐ Ｚ 緊 急 時 防 護 措 置 を 準 備 す る 区 域 （ Urgent Protective action
Planning Zone）。 Ｕ Ｐ Ｚ と は 、 確 率 的 影 響 の リ ス ク を 最 小 限 Planning Zone）。 国 際 基 準 に 従 っ て 、 確 率 的 影 響 を 実 行 可 能

に 抑 え る た め 、 Ｅ Ａ Ｌ 、 Ｏ Ｉ Ｌ に 基 づ き 、 緊 急 時 防 護 な 限 り 回 避 す る た め 、 環 境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 等 の 結 果

措 置 を 準 備 す る 区 域 。 Ｕ Ｐ Ｚ の 具 体 的 な 範 囲 に つ い て を 踏 ま え 運 用 上 の 介 入 レ ベ ル （ OIL） 等 に 基 づ き 避 難 、 屋

は 、 Ｉ Ａ Ｅ Ａ の 国 際 基 準 に お い て 、 Ｕ Ｐ Ｚ の 最 大 半 径 内 退 避 、 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 予 防 服 用 等 を 準 備 す る 区 域 を 設

は 原 子 力 施 設 か ら ５ ～ ３ ０ ｋ ｍ の 間 で 設 定 さ れ て い る け る 。 OIL に 基 づ く 判 断 を 行 う た め 、 環 境 放 射 線 モ ニ タ

こ と 等 を 踏 ま え 、「 原 子 力 施 設 か ら 概 ね ３ ０ ｋ ｍ 」 を 目 リ ン グ を 行 う 体 制 を 整 備 す る と と も に 、 緊 急 防 護 措 置 を

安 と す る 。 迅 速 か つ 実 効 的 に 実 施 で き る 準 備 を 確 立 し な け れ ば な ら

な い 。 こ の 際 、 当 該 地 域 に お け る 人 口 分 布 や 社 会 環 境 条

件 （ 道 路 網 等 ） を 勘 案 し 、 必 要 に 応 じ て 段 階 的 な 避 難 を

実 施 で き る よ う 計 画 を 策 定 す る こ と が 重 要 で あ る 。 IAEA
の 国 際 基 準 に お い て UPZ は 5 ～ 30 ㎞ と し て い る こ と を 踏

ま え 、 こ の 区 域 の 範 囲 の め や す を 「 概 ね 30 ㎞ 」 と す る 。
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の 防 災 対 策 に つ い て 」 の 見 直 し に 関 す る 考 え 方 に つ い て 中 間 取 り ま と め （ 平 の 防 災 対 策 に つ い て 」 の 見 直 し に 関 す る 考 え 方 に つ い て 中 間 取 り ま と め （ 平

成 24 年 3 月 22 日 ） 成 24 年 3 月 22 日 ）

・（ 財 ） 高 度 情 報 科 学 技 術 研 究 機 構 「 原 子 力 百 科 事 典 Ａ Ｔ Ｏ Ｍ Ｉ Ｃ Ａ 」 ・（ 財 ） 高 度 情 報 科 学 技 術 研 究 機 構 「 原 子 力 百 科 事 典 Ａ Ｔ Ｏ Ｍ Ｉ Ｃ Ａ 」

・ 文 部 科 学 省 原 子 力 防 災 基 礎 用 語 集 ・ 文 部 科 学 省 原 子 力 防 災 基 礎 用 語 集

・ 原 子 力 規 制 委 員 会 環 境 防 災 Ｎ ネ ッ ト ・
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